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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
天
保
期
の
紀
州
藩
領
を
対
象
に
、
当
該
地
域
の
地
主
制

が
停
滞
し
た
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
当
該
地

域
に
は
土
地
の
実
面
積
と
検
地
帳
な
ど
に
記
載
さ
れ
た
台
帳
面
積
の

乖
離
分
で
あ
る
縄
延
び
が
広
く
存
在
し）1
（

、
地
主
の
土
地
集
積
は
そ
う

し
た
縄
延
び
の
あ
る
土
地
を
集
積
す
る
形
で
進
展
し
た
た
め
、
こ
の

課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
縄
延
び
地
集
積
に
特
徴
づ
け
ら
れ

る
近
世
地
主
制）2
（

が
停
滞
し
た
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

分
析
に
際
し
て
は
、
こ
の
縄
延
び
の
あ
る
土
地
を
集
積
す
る
形
で
土

地
集
積
が
進
展
し
た
と
い
う
点
を
踏
ま
え
、
小
作
地
経
営
や
貸
付
金

経
営
と
い
う
地
主
経
営
だ
け
で
な
く
、
各
耕
地
の
縄
延
び
の
広
狭
と

耕
地
形
状
の
安
定
性
と
い
っ
た
耕
地
条
件
に
着
目
す
る
。

　

当
該
地
域
に
お
け
る
農
民
余
剰
の
成
立
や
地
主
制
の
形
成
に
つ
い

て
は
、
筆
者
は
既
に
前
稿
に
お
い
て
論
じ
て
い
る）3
（

。
従
来
の
近
世
地

主
制
研
究
で
は
、
地
主
制
の
経
済
的
な
形
成
基
盤
で
あ
る
農
民
余
剰

の
成
立
に
つ
い
て
、
反
収
の
上
昇
を
重
視
す
る
見
解
が
主
流
で
あ
り
、

縄
延
び
に
注
目
し
た
研
究
者
と
し
て
は
、
高
生
産
力
地
域
で
あ
る
畿

内
を
対
象
と
し
た
竹
安
繁
治
や）4
（

、
低
生
産
力
地
域
で
あ
る
庄
内
を
対

象
と
し
た
阿
部
英
樹
が
目
立
つ
だ
け
で
あ
っ
た）5
（

。
た
だ
し
、
縄
延
び

が
重
要
で
あ
っ
た
と
す
る
時
期
は
両
者
で
異
な
り
、
阿
部
が
幕
末
に

至
る
ま
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
す
る
の
に
対
し
、
竹
安
は
近

〔
論
考
・
査
読
付
〕天

保
期
紀
州
藩
領
に
お
け
る
地
主
制
の
停
滞
│
耕
地
条
件
と
地
主
経
営
に
着
目
し
て

│

池　

本　

裕　

行



50

い
え
よ
う
。
第
二
は
、
天
保
期
以
降
、
米
価
が
上
昇
傾
向
と
な
る
と

い
う
経
済
的
条
件
の
変
化
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る）7
（

。
米
価
上
昇
に
よ

っ
て
、
作
徳
米
を
販
売
す
る
地
主
は
新
た
な
土
地
集
積
に
対
す
る
経

済
的
誘
因
を
高
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
土
地
集
積

は
停
滞
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

先
に
述
べ
た
縄
延
び
に
注
目
し
た
研
究
者
の
う
ち
、
阿
部
は
地
主

制
が
停
滞
し
た
要
因
に
つ
い
て
も
分
析
し
て
い
る
。
庄
内
に
お
い
て

も
、
天
保
期
以
降
に
土
地
集
積
は
停
滞
し
て
お
り
、
阿
部
は
こ
の
要

因
に
つ
い
て
、
小
作
農
民
層
が
作
徳
米
収
取
に
対
し
て
抵
抗
し
た
た

め
に
、
地
主
層
は
新
た
な
土
地
集
積
に
対
し
て
消
極
的
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
庄
内
の
事
情
は
、
紀
ノ

川
上
流
域
に
も
当
て
は
ま
る
、
全
国
的
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
稿
は
具
体
的
に
は
紀
伊
国
伊
都
郡
赤
塚
村
（
現
和
歌
山
県
橋
本

市
大
字
赤
塚
）
を
居
村
と
す
る
田
中
家
を
対
象
と
し
、
特
に
居
村
で

あ
っ
た
赤
塚
村
と
小
作
地
の
中
心
で
あ
っ
た
隣
村
恋
野
村
の
所
持
地

に
着
目
す
る
。
史
料
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
同
家
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
古
文
書
（
以
下
、
赤
塚
・
田
中
家
文
書
）
で
あ
る
。

　

構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
一
で
は
赤
塚
村
の
耕
地
条
件

と
天
保
期
の
貢
租
収
奪
動
向
を
分
析
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
同
時
期

世
前
期
だ
け
と
時
期
を
限
定
し
た
。

　

両
者
の
研
究
を
踏
ま
え
た
上
で
、
筆
者
は
縄
延
び
の
存
在
と
そ
れ

を
含
む
小
作
米
収
取
慣
行
の
成
立
が
、
近
世
に
は
全
国
的
に
一
定
程

度
普
遍
性
を
持
っ
た
地
主
制
の
形
成
論
理
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
、
畿
内
に
隣
接
し
、
経
済
・
社
会
的
結
び
つ
き
が
極
め
て
強

い
紀
ノ
川
上
流
域
の
紀
州
藩
領
を
対
象
に
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結

果
、
阿
部
が
対
象
と
し
た
庄
内
と
同
様
に
、
農
民
余
剰
の
成
立
に
は

幕
末
に
至
る
ま
で
縄
延
び
か
ら
与
え
ら
れ
る
余
剰
が
重
要
で
あ
っ
た

こ
と
、
地
主
制
の
形
成
に
は
縄
延
び
の
存
在
と
そ
れ
を
含
む
農
民
的

な
小
作
米
収
取
慣
行
（「
人
植
」
を
基
準
と
す
る
小
作
米
収
取
慣
行
）

の
成
立
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
縄
延
び
地
集
積
と
い
う
形
で
形
成
さ
れ
た
地
主
制

は
、
近
世
を
通
じ
て
進
展
し
つ
づ
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
紀
ノ
川
上

流
域
で
は
一
八
世
紀
中
期
に
形
成
さ
れ
た
後
、
後
期
以
降
は
後
退
・

停
滞
し
た
。
本
稿
で
は
天
保
期
に
注
目
し
て
、
停
滞
の
要
因
を
分
析

す
る
が
、
そ
れ
は
以
下
の
二
点
の
理
由
に
よ
る
。
第
一
は
、
天
保
期

が
近
世
地
主
制
の
形
成
に
際
し
て
商
品
作
物
生
産
が
重
視
さ
れ
た
、

従
来
の
畿
内
の
近
世
地
主
制
研
究
で
は）6
（

、
地
主
制
形
成
の
画
期
と
さ

れ
る
時
期
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
畿
内
と
そ
の
隣
接
地
域
で
、
地

主
制
は
対
照
的
な
動
き
を
示
し
た
の
で
あ
り
、
非
常
に
興
味
深
い
と
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長
検
地
の
数
値
が
固
定
さ
れ
た
。
新
田
畑
は
宝
永
期
に
地
詰
検
地
が

実
施
さ
れ
た
の
み
で
、
同
村
で
は
こ
の
時
四
・
六
八
五
石
、
一
町
一

反
一
畝
が
登
録
さ
れ
た）11
（

。
以
後
全
藩
規
模
で
の
検
地
は
廃
藩
ま
で
実

施
さ
れ
ず
、
宝
永
期
以
前
に
開
発
さ
れ
た
新
田
畑
は
宝
永
期
の
地
詰

検
地
、
以
後
に
開
発
さ
れ
た
新
田
畑
は
高
入
れ
検
地
の
数
値
が
廃
藩

ま
で
固
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
地
租
改
正
で
は
一
九
町
七
反
五
畝
八

歩
と
丈
量
さ
れ）12
（

、
一
七
・
五
％
の
縄
延
び
が
形
成
さ
れ
て
い
た）13
（

。
こ

れ
ら
は
上
記
の
よ
う
な
藩
の
検
地
政
策
の
下
、
主
に
切
添
開
田
に
よ

り
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
縄
延
び
は
当
然
な
が
ら
一
筆
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
た
。

そ
こ
で
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
「
本
田
畑
有
畝
改
帳
」
に
基
づ

い
て
、
各
土
地
の
縄
延
び
の
大
き
さ
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
同
史

料
は
本
田
畑
・
新
田
畑
に
つ
い
て
、
一
筆
又
は
数
筆
単
位
で
地
番
、

「
人
植
」
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。「
人
植
」
と
は
紀
ノ
川
上
流
域
で

利
用
さ
れ
た
土
地
の
実
面
積
を
把
握
す
る
単
位
で
あ
り
、
一
人
植
が

凡
そ
一
〇
〇
歩
で
あ
っ
た）14
（

。
こ
の
「
人
植
」
と
検
地
帳
面
積
を
比
較

す
る
こ
と
で
、
各
土
地
の
縄
延
び
の
大
き
さ
を
算
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

同
史
料
か
ら
、
各
土
地
の
検
地
帳
面
積
に
対
す
る
実
面
積
の
比
率

（
以
下
、
実
面
積
比
率
）
を
整
理
し
た
の
が
表
1
で
あ
る
。
同
表
で
は
、

に
お
け
る
農
民
余
剰
の
成
立
に
お
い
て
、
縄
延
び
か
ら
与
え
ら
れ
る

余
剰
が
重
要
で
あ
っ
た
条
件
を
分
析
す
る
と
共
に
、
地
主
の
集
積
対

象
と
な
り
う
る
土
地
が
村
内
に
ど
の
よ
う
に
分
布
し
て
い
た
か
を
明

ら
か
に
す
る
。
次
に
二
で
は
田
中
家
の
土
地
集
積
過
程
と
そ
の
集
積

地
の
特
質
を
分
析
す
る
。
天
保
期
を
境
と
し
て
、
集
積
す
る
土
地
の

耕
地
条
件
や
そ
の
場
所
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
明
ら
か
に

し
、
天
保
期
に
土
地
集
積
が
停
滞
し
た
要
因
を
考
察
す
る）8
（

。
最
後
に

三
で
は
天
保
期
に
お
け
る
同
家
の
経
営
動
向
を
分
析
す
る
。
恋
野
村

を
対
象
に
、
小
作
地
経
営
と
貸
付
金
経
営
に
わ
け
て
分
析
を
行
い
、

そ
の
経
営
動
向
か
ら
土
地
集
積
の
停
滞
要
因
を
探
る
。

一　

天
保
期
の
赤
塚
村

（
1
）　

耕
地
条
件

　

赤
塚
村）9
（

は
紀
ノ
川
上
流
域
南
岸
に
位
置
し
た
村
で
あ
る
。
近
世
を

通
じ
て
紀
州
藩
領
で
あ
り
、
伊
都
郡
上
組
に
属
し
た
。
慶
長
六
（
一

六
〇
一
）
年
八
月
の
検
地
で
は
三
五
一
・
〇
七
八
石
、
二
四
町
三
反

七
畝
六
歩
と
さ
れ
た
が
、
同
七
年
八
月
の
地
詰
に
よ
り
二
二
九
・
六

一
二
三
石
、
一
五
町
二
反
五
畝
一
〇
歩
と
な
っ
た）10
（

。
な
お
、
こ
の
時

減
少
し
た
一
二
一
・
四
六
五
七
石
は
、
無
地
高
と
し
て
無
年
貢
と
な

っ
た
。
こ
の
後
、
本
田
畑
の
再
検
地
は
廃
藩
ま
で
実
施
さ
れ
ず
、
慶
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き
た
い）15
（

。
ま
ず
地
番
一
〜
一
〇
五
の
地
域
（
以
下
、
北
部
）
は
図
1

で
は
凡
そ
一
〜
六
番
の
地
域
に
該
当
す
る
。
村
の
最
北
部
で
あ
り
、

紀
ノ
川
に
接
す
る
平
地
地
域
で
あ
る
。
地
番
一
〇
六
〜
二
七
三
の
地

域
（
以
下
、
中
部
）
は
一
〜
一
〇
五
の
地
域
の
南
に
位
置
し
、
同
図

で
は
凡
そ
七
〜
一
一
番
の
地
域
に
該
当
す
る
。
北
部
よ
り
標
高
が
若

村
内
に
お
け
る
縄
延
び
の
分
布
を
分
析
す
る
た
め
に
、
地
番
に
よ
っ

て
村
を
三
地
域
に
区
分
し
た
。
な
お
、
新
田
畑
に
つ
い
て
は
面
積
が

小
さ
く
、
田
畑
の
場
所
の
特
定
が
困
難
な
た
め
に
除
外
し
、
本
田
畑

の
み
を
対
象
と
し
た
。
ま
た
、
字
限
図
を
図
1
と
し
て
示
し
た
。

　

区
分
し
た
三
地
域
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お

合計
検地帳面積

検地帳面積に対す
る実面積の比率

〈合計〉 〈合計〉（％）

76

6 町 5 反 2 畝 1 歩 111.6 
100.0 

218.3 
（ 7 町 2 反 7 畝20歩）

100.0 

113

5 町 6 反 6 畝19歩 114.8 
100.0 

195.1 
（ 6 町 5 反　　10歩）

100.0 

76

2 町 9 反 8 畝18歩 121.3 
100.0 

108.7 
（ 3 町 6 反 2 畝10歩）

100.0 

265

15町 1 反 7 畝 8 歩 114.7 
100.0 

522.1 
（17町 4 反　　10歩）

100.0 
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表 1　赤塚村各土地の検地帳面積に対する実面積の比率

地　　　番
検　地　帳　面　積　に　対　す　る　実　面　積　の　比　率

0～90 90～110 110～130 130～150 150～170 170～190 190～

1 ～105
件 5 29 28 8 1 5

％ 6.6 38.2 36.8 10.5 1.3 6.6 

（北部）
人植 6.0 83.6 93.2 27.0 2.0 6.5 

％ 2.7 38.3 42.7 12.4 0.9 3.0 

106～273
件 16 38 23 11 7 1 17

％ 14.2 33.6 20.4 9.7 6.2 0.9 15.0 

（中部）
人植 15.0 74.5 50.0 21.2 11.3 1.7 21.6 

％ 7.7 38.2 25.6 10.9 5.8 0.9 11.0 

274～411
件 18 15 5 6 13 3 16

％ 23.7 19.7 6.6 7.9 17.1 3.9 21.1 

（南部）
人植 21.4 20.2 6.0 11.4 17.3 9.1 23.4 

％ 19.7 18.5 5.5 10.5 15.9 8.4 21.5 

合計

件 39 82 56 25 21 4 38

％ 14.7 30.9 21.1 9.4 7.9 1.5 14.3 

人植 42.3 178.2 149.1 59.6 30.6 10.8 51.5 

％ 8.1 34.1 28.6 11.4 5.9 2.1 9.9 

出典： 明治 6（1873）年「本田畑有畝改帳」、明治 6年「本田畑地所改帳扣　壱番」「本田畑地所改帳扣　
弐番」（全て赤塚・田中家文書）より作成。

注 1： 人植は、縄延びを含む土地の実面積を表し、合計の括弧内は 1人植＝100歩として算出した。
　 2 ： 検地帳面積に対する実面積の比率は、 1人植＝100歩、検地帳面積を100とした上で、「人植」×

100÷検地帳面積×100という方法で算出した。
　 3： 人植・割合については、四捨五入により小数第 1位までとした。そのため、内数の和が必ずし

も合計とは一致しない。
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率
が
九
〇
以
下
の
土
地
は
実
面
積
が
検
地
帳
面
積
を
下
回
る
土
地
、

九
〇
〜
一
一
〇
の
土
地
は
実
面
積
と
検
地
帳
面
積
が
ほ
ぼ
差
の
な
い

土
地
、
一
一
〇
以
上
の
土
地
は
実
面
積
が
検
地
帳
面
積
を
上
回
り
縄

延
び
が
あ
る
土
地
で
あ
る
。
村
全
体
の
縄
延
び
は
一
七
・
五
％
で
あ

っ
た
の
で
、
実
面
積
比
率
が
一
一
〇
〜
一
三
〇
の
土
地
が
ほ
ぼ
村
の

平
均
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

同
表
か
ら
明
ら
か
と
な
る
点
を
三
点
指
摘
し
た
い
。
第
一
に
、
北

部
か
ら
南
部
に
向
か
う
に
つ
れ
て
、
土
地
の
合
計
面
積
が
少
な
く
な

干
高
い
、
丘
陵
地
域
で
あ
る
。
地
番
二
七
四
〜
四
一
一
の
地
域
（
以

下
、
南
部
）
は
同
図
で
は
凡
そ
一
二
〜
一
九
番
の
地
域
に
該
当
す
る
。

村
の
最
南
部
で
あ
り
、
山
が
ち
の
地
域
で
あ
る
。
地
番
が
四
一
一
ま

で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
合
計
件
数
が
二
六
五
件
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
上
記
の
よ
う
に
「
人
植
」
の
記
載
が
必
ず
し
も
一
筆
単
位
で
は

な
い
た
め
で
あ
る
。

　

表
1
に
お
け
る
実
面
積
比
率
の
区
分
に
つ
い
て
、
説
明
し
て
お
き

た
い
。
算
出
方
法
は
同
表
に
示
し
た
通
り
で
あ
り
、
こ
の
実
面
積
比

1

2
3 4

5
6

7 10
11

12

15

9
8

16 14

13

17

18

19

図 1　赤塚村字限図

出典：明治16（1883）年「赤塚村田畑宅地一筆限図面帳一」
「赤塚村田畑宅地一筆限図面帳二」「赤塚村田畑宅
地一筆限図面帳三」（全て赤塚・田中家文書）、「小
字図」（橋本市史編さん委員会編『橋本市史　民俗
編・文化財編』（橋本市、2005年、542─567頁所収）
より作成。

注 1：番号は明治16年「赤塚村田畑宅地一筆限図面帳一」
「赤塚村田畑宅地一筆限図面帳二」「赤塚村田畑宅
地一筆限図面帳三」の番号に依拠している。

2：19番より南に更に 2つの字があるが、明治16年
「赤塚村田畑宅地一筆限図面帳三」では、19番の字
をもって記載が終わっており、その南にある2つ
の字には番号が振られていない。これらの字に田
畑・宅地はなく、山林のみであったと考えられる。
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第
三
に
、
北
部
か
ら
南
部
へ
と
向
か
う
に
つ
れ
て
、
実
面
積
比
率

が
九
〇
以
下
の
実
面
積
が
検
地
帳
面
積
を
下
回
る
土
地
や
、
一
五
〇

以
上
の
大
き
な
縄
延
び
の
あ
る
土
地
が
占
め
る
割
合
が
増
加
し
た
こ

と
で
あ
る
。
中
部
は
北
部
と
南
部
の
中
間
的
な
性
質
を
持
つ
の
で
、

北
部
と
南
部
に
つ
い
て
詳
し
く
み
た
い
。

　

北
部
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
実
面
積
比
率
が
九
〇
〜
一
三
〇
の
土

地
が
占
め
る
割
合
の
高
さ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
土
地
は
、
件
数
で
は

地
域
の
七
五
・
〇
％
（
五
七
件
）、
面
積
で
は
八
一
・
〇
％
（
一
七

六
・
八
人
植
）
を
占
め
た
。
こ
れ
に
実
面
積
比
率
が
一
三
〇
〜
一
五

〇
の
土
地
を
加
え
る
と
、
そ
れ
ら
の
数
値
は
八
五
・
五
％
（
六
五

件
）
と
九
三
・
四
％
（
二
〇
三
・
八
人
植
）
に
も
達
し
た
。
北
部
は

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
実
面
積
と
検
地
帳
面
積
が
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
土

地
や
、
一
定
の
縄
延
び
が
あ
る
土
地
で
占
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
南
部
で
は
実
面
積
比
率
が
九
〇
以
下
と
一
九
〇
以

上
の
土
地
が
占
め
る
割
合
の
高
さ
が
注
目
さ
れ
る
。
両
者
は
件
数
で

見
た
と
き
、
地
域
の
二
三
・
七
％
（
一
八
件
）
と
二
一
・
一
％
（
一

六
件
）
を
占
め
た
。
こ
れ
ら
に
続
く
の
が
、
実
面
積
比
率
が
九
〇
〜

一
一
〇
と
一
五
〇
〜
一
七
〇
の
土
地
で
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九
・
七
％

（
一
五
件
）
と
一
七
・
一
％
（
一
三
件
）
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
、
面

積
は
件
数
と
同
水
準
の
割
合
を
占
め
た
。
南
部
は
実
面
積
と
検
地
帳

る
こ
と
で
あ
る
。
中
部
は
北
部
の
一
四
八
・
七
％
、
南
部
は
北
部
と

同
じ
件
数
で
あ
り
な
が
ら
、
中
部
は
北
部
の
八
九
・
四
％
、
南
部
は

四
九
・
八
％
の
「
人
植
」
し
か
な
か
っ
た
。
同
史
料
は
一
筆
又
は
数

筆
単
位
で
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
中

部
・
南
部
の
土
地
一
筆
は
、
北
部
の
そ
れ
の
約
六
割
、
約
半
分
の
面

積
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
北
部
と
中
部
・
南
部
の
土

地
で
は
、
実
面
積
比
率
が
同
水
準
で
あ
っ
て
も
、
縄
延
び
の
実
面
積

は
北
部
の
方
が
二
倍
近
く
に
な
る
と
い
う
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

第
二
に
、
村
全
体
で
見
た
と
き
、
実
面
積
比
率
が
一
一
〇
以
上
の

土
地
が
、
件
数
で
全
体
の
五
四
・
二
％
（
一
四
四
件
）、
面
積
で
五

七
・
九
％
（
三
〇
一
・
六
人
植
）
を
占
め
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

実
面
積
比
率
が
九
〇
〜
一
一
〇
の
土
地
を
加
え
る
と
、
件
数
で
八

五
・
一
％
（
二
二
六
件
）、
面
積
で
九
二
・
〇
％
（
四
七
九
・
八
人
植
）

に
も
達
し
た
。
つ
ま
り
、
村
内
の
約
半
分
の
土
地
に
は
縄
延
び
が
あ

り
、
実
面
積
が
検
地
帳
面
積
を
下
回
る
土
地
は
か
な
り
少
な
か
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
は
、
地
域
別
に
見
て
も
同
様
で
あ
り
、
実

面
積
比
率
が
一
一
〇
以
上
の
土
地
が
占
め
る
割
合
は
、
い
ず
れ
の
地

域
に
お
い
て
も
、
件
数
・
面
積
共
に
凡
そ
五
〇
〜
六
〇
％
の
間
に
あ

っ
た
。
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明
ら
か
と
な
っ
た
。
北
部
は
実
面
積
と
検
地
帳
面
積
が
ほ
ぼ
変
わ
ら

な
い
か
、
一
定
の
縄
延
び
が
あ
る
土
地
が
多
く
、
耕
地
形
状
の
安
定

性
が
高
い
地
域
で
あ
っ
た
。
一
方
、
南
部
は
実
面
積
が
検
地
帳
面
積

を
下
回
る
か
、
大
き
な
縄
延
び
が
あ
る
土
地
が
多
く
、
耕
地
形
状
の

安
定
性
が
低
い
地
域
で
あ
っ
た
。
南
部
に
は
実
面
積
が
検
地
帳
面
積

の
二
倍
以
上
と
い
う
土
地
も
多
く
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
い
つ
山
林
に

戻
る
か
わ
か
ら
な
い
土
地
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
縄
延
び
が
あ
る
土

地
が
占
め
る
割
合
は
、
北
部
・
中
部
・
南
部
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も

地
域
の
約
半
分
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
耕
地
形
状
の
安
定
性

と
い
う
観
点
も
加
味
す
れ
ば
、
北
部
の
土
地
が
村
内
で
最
も
良
好
な

条
件
を
具
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
新
田
開
発
の
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
縄
延
び
は
主
に
一
八

世
紀
初
期
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る）16
（

。
た
だ
し
、
中
部
の

一
部
や
南
部
の
土
地
は
、
そ
の
状
態
が
持
続
せ
ず
、
山
林
に
戻
っ
た

り
再
度
開
発
さ
れ
た
り
と
い
っ
た
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

（
2
）　

天
保
期
の
貢
租
収
奪
動
向

　

文
化
後
期
か
ら
天
保
中
期
の
貢
租
量
の
推
移
を
示
し
た
の
が
表
2

で
あ
る
。
本
稿
に
お
け
る
貢
租
率
と
は
貢
租
量
の
石
高
に
対
す
る
比

面
積
が
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
土
地
は
二
割
弱
に
と
ど
ま
り
、
実
面
積
が

検
地
帳
面
積
を
下
回
る
土
地
や
、
実
面
積
が
検
地
帳
面
積
の
約
二
倍

に
及
ぶ
大
き
な
縄
延
び
が
あ
る
土
地
が
そ
れ
と
同
程
度
存
在
し
た
の

で
あ
る
。

　

こ
の
違
い
を
生
み
出
し
た
要
因
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、

明
治
時
代
初
期
に
お
け
る
新
田
畑
の
状
況
で
あ
る
。
同
村
で
は
村
内

に
ま
と
ま
っ
た
未
開
発
地
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
、
新
田
畑
は
基
本

的
に
は
本
田
畑
の
周
囲
の
山
林
を
開
発
す
る
こ
と
で
形
成
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
同
史
料
で
は
四
四
件
の
新
田
畑
の
う
ち
三

〇
件
が
山
林
や
池
と
な
り
、
そ
の
多
く
が
開
発
以
前
の
状
態
に
戻
っ

て
い
た
。
こ
こ
か
ら
、
山
林
を
開
発
し
た
土
地
は
、
そ
の
形
状
を
維

持
す
る
事
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
事
情
は
、
中
部
や
南
部
の
本
田
畑
に
も
共
通
し
て
い
た
。

同
村
は
村
の
南
に
山
林
が
広
が
り
、
中
部
の
一
部
や
南
部
の
多
く
の

土
地
は
周
囲
が
山
林
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
山
林

を
開
発
し
て
面
積
を
広
げ
や
す
か
っ
た
半
面
、
山
林
へ
と
戻
る
土
地

も
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
三
点
目
と
し
て
挙
げ
た
本
田

畑
の
特
質
は
、
耕
地
形
状
の
安
定
性
の
差
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　

以
上
か
ら
、
村
内
の
耕
地
条
件
に
は
、
地
域
差
が
あ
っ
た
こ
と
が
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〜
八
年
に
天
候
不
順
に
対
す
る
祈
祷
を
行
わ
せ
る
「
仰
付
」
が
出
さ

れ
て
お
り）17
（

、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
年
次
は
凶
作
で
あ
っ
た
可
能
性

が
高
い
。
し
か
し
、
天
保
期
に
お
け
る
貢
租
率
の
低
下
は
、
特
に
確

認
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
傷
毛
引
に
よ
る
減
免
が
小
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

率
を
指
し
、
貢
租
に
は
年
貢
・
諸
掛
り
の
他
に
村
小
入
用
を
含
む
。

　

同
表
か
ら
、
二
点
指
摘
し
た
い
。
第
一
に
、
貢
租
率
が
高
い
水
準

で
推
移
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
文
化
後
期
〜
文
政
中
期
は
八
〇
％

台
後
半
以
上
、
文
政
後
期
以
降
は
若
干
低
下
し
て
八
〇
％
台
を
推
移

し
て
い
た
。
紀
州
藩
で
は
天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
、
四
年
、
六
年

表 2　文化～天保期における赤塚村の貢租

年代
傷毛引
（石）

年貢
（石）

小入用
（石）

貢租
（石）

貢租率
（％）

文化12年 1815 ※ 183.9 
　　13年 1816 183.0 
　　14年 1817 183.0 32.8 215.8 94.0 
文政元年 1818 183.0 
　　 2年 1819 25.9 
　　 3年 1820 183.9 19.4 203.3 88.5 
　　 4年 1821 2.2 182.9 18.7 201.6 87.8 
　　 5年 1822 183.9 
　　 6年 1823 15.9 
　　 7年 1824 183.9 16.7 200.6 87.3 
　　 8年 1825 23.1 159.3 15.7 175.0 76.2 
　　 9年 1826 3.0 177.9 
　　10年 1827 1.5 180.9 
　　11年 1828 5.1 173.6 14.6 188.2 82.0 
　　12年 1829 4.1 175.6 
天保元年 1830 6.1 171.8 11.0 182.7 79.6 
　　 2年 1831 3.8 180.0 16.6 196.6 85.6 
　　 3年 1832 6.2 170.5 17.9 188.4 82.0 
　　 4年 1833 6.0 170.7 14.1 184.8 80.5 
　　 5年 1834 183.7 19.2 203.0 88.4 
　　 6年 1835 183.7 
　　 7年 1836 6.7 177.6 6.8 184.4 80.3 
　　 8年 1837 183.7 12.3 196.0 85.4 
　　 9年 1838 7.9 173.9 
　　10年 1839 183.7 

出典： 各年の「免割賦帳」「諸色小入用帳」、天保11（1840）年「年々免
割目録写」（全て赤塚・田中家文書）より作成。

注 1： 石高については、升以下を四捨五入して表示した。そのため、
内数の和が必ずしも合計とは一致しない。

　 2： 年貢は取米（差口を含む）と諸掛り（郷役米・糠藁米・御貸籾種元
利米・弐夫米・加入米・庄屋給の一部・肝煎給の一部からなる）を
合計したもので、既に傷毛引を差し引いた数値となっている。
ただし、文化12（1815）年は傷毛引が行われたが、別帳に記載
されているためその規模が不明であり（そのため表中では※と
している）、年貢に傷毛引分を含む。

　 3： 小入用は元々現金で算出されたものを、庄屋給・肝煎給を算出
する際の石代値段で除して換算した。

　 4： 貢租は年貢と村小入用からなる。貢租率は原数値によって算
出し、四捨五入により小数第 1位までとした。
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そ
の
た
め
、
天
保
期
に
お
い
て
も
、
小
作
米
収
取
を
目
的
と
す
る

地
主
は
、
縄
延
び
の
な
い
土
地
で
は
有
利
な
作
徳
米
を
確
保
で
き
ず）24
（

、

凶
作
の
際
に
は
凶
作
時
の
貢
租
負
担
と
い
う
リ
ス
ク
を
負
っ
た
。
地

主
が
有
利
な
作
徳
米
を
確
保
し
、
凶
作
時
の
貢
租
負
担
と
い
う
リ
ス

ク
を
低
減
す
る
に
は
、
縄
延
び
が
重
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
強

調
し
て
お
き
た
い）25
（

。
こ
の
よ
う
な
地
主
の
集
積
対
象
と
な
り
う
る
縄

延
び
の
あ
る
土
地
が
、
耕
地
形
状
の
安
定
性
と
い
う
点
で
差
は
あ
り

つ
つ
も
、
村
内
の
約
半
分
を
占
め
た
こ
と
は
、
前
節
で
分
析
し
た
通

り
で
あ
る
。
で
は
次
に
、
地
主
が
い
つ
村
内
の
ど
の
地
域
で
土
地
集

積
を
進
め
た
の
か
を
み
て
み
た
い
。

二　

田
中
家
の
土
地
集
積
過
程

（
1
）　

土
地
集
積
過
程
の
概
要

　

赤
塚
村
を
居
村
と
す
る
田
中
家）26
（

は
、
同
村
に
移
住
し
て
き
た
本
家

か
ら
の
分
家
に
よ
り
寛
文
期
に
成
立
し
、
藤
右
衛
門
正
治
（
寛
永
一

九
（
一
六
四
二
）
年
生
〜
正
徳
三
（
一
七
一
三
）
年
没
）
を
初
代
と
す

る
。
三
代
九
右
衛
門
元
春
（
宝
永
二
（
一
七
〇
五
）
年
生
〜
安
永
五

（
一
七
七
六
）
年
没
）
以
降
、
歴
代
の
当
主
は
村
庄
屋
を
務
め
、
大
庄

屋
を
務
め
る
人
物
も
現
れ
た）27
（

。
明
治
一
二
（
一
八
七
九
）
年
「
和
歌

山
県
下
地
租
持
一
覧
表
」）28
（

で
は
地
租
金
二
三
四
円
で
、
伊
都
郡
で
は

文
政
後
期
以
降
は
毎
年
の
よ
う
に
減
免
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
ほ
ぼ

全
て
が
八
石
未
満
で
あ
り
、
最
大
の
減
免
が
な
さ
れ
た
文
政
八
（
一

八
二
五
）
年
で
も
二
三
・
一
石
、
取
米
の
一
四
・
二
％
に
と
ど
ま
っ

た）18
（

。
凶
作
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
上
記
の
天
保
期
の
各
年
次
に
つ

い
て
も
、
減
免
自
体
は
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
幅
は
寡
少
で
あ
っ

た）19
（

。

　

以
上
か
ら
、
天
保
期
に
藩
は
石
高
比
八
〇
％
を
超
え
る
高
率
貢
租

を
賦
課
し）20
（

、
か
つ
凶
作
時
の
貢
租
減
免
に
対
し
て
は
厳
し
い
態
度
を

採
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
地
主
制
が
形
成
さ
れ
た
一
八
世
紀

中
期
の
貢
租
率
は
、
石
高
比
九
〇
％
に
達
し
て
い
た
た
め
、
そ
れ
よ

り
は
若
干
低
下
し
た
も
の
の
、
高
率
貢
租
と
凶
作
時
の
貢
租
減
免
幅

が
寡
少
と
い
う
貢
租
収
奪
動
向
は
両
時
期
に
共
通
し
て
い
た
の
で
あ

る）21
（

。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
該
地
域
に
お
け
る
縄
延
び
は
、
そ
の
多

く
が
一
八
世
紀
初
期
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
。
ま
た
、
反
収
も
同
時
期

ま
で
に
上
昇
を
終
え）22
（

、
単
位
面
積
当
た
り
の
小
作
米
水
準
で
あ
る
標

準
的
小
作
米
水
準
は
、
遅
く
と
も
延
享
期
以
降
固
定
化
し
、
小
作
米

量
を
決
定
す
る
小
作
米
収
取
慣
行
に
変
化
は
な
か
っ
た）23
（

。
つ
ま
り
、

農
民
余
剰
や
地
主
の
作
徳
米
を
規
定
す
る
各
要
素
は
、
一
八
世
紀
中

期
と
天
保
期
で
大
き
な
変
化
が
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
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に
分
家
へ
の
譲
渡
に
よ
っ
て
若
干
減
少
し
た
後
、
明
治
時
代
に
入
る

と
赤
塚
村
を
中
心
に
急
速
に
増
加
し
た
。
明
治
時
代
初
期
に
お
け
る

急
増
は
、
そ
の
大
半
が
明
治
七
年
と
八
年
に
集
積
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
両
年
で
二
六
・
二
石
に
及
ぶ
。
地
租
改
正
直
前
の
時
期
で
あ
り
、

そ
れ
を
見
据
え
て
の
土
地
集
積
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

本
稿
で
は
同
家
の
所
持
地
の
う
ち
、
こ
の
両
村
分
に
着
目
し
て
、

地
主
制
が
停
滞
し
た
要
因
を
分
析
し
て
い
る
。
停
滞
期
の
中
で
も
天

保
期
を
対
象
と
し
た
の
は
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
従

来
の
畿
内
の
近
世
地
主
制
研
究
と
、
米
価
が
上
昇
傾
向
と
な
る
と
い

う
経
済
的
条
件
の
変
化
を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
る）31
（

。

　

次
に
下
上
田
・
平
野
両
村
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
村
々
に
お
け
る

所
持
石
高
は
、
安
永
期
以
後
寛
政
初
期
ま
で
は
赤
塚
・
恋
野
両
村
と

同
様
に
停
滞
す
る
も
の
の
、
寛
政
中
期
か
ら
文
政
中
期
に
か
け
て
主

に
売
却
に
よ
り
減
少
し）32
（

、
そ
れ
以
後
は
所
持
地
が
全
く
な
く
な
っ
た
。

（
2
）　

集
積
地
の
特
質

　

赤
塚
村
所
持
地
の
縄
延
び
は
、
同
村
に
お
け
る
所
持
石
高
が
最
大

と
な
っ
た
安
永
二
（
一
七
七
三
）
年
に
は
二
七
・
二
％
で
あ
っ
た
が
、

地
租
改
正
時
に
は
八
・
六
％
で
あ
っ
た）33
（

。
そ
こ
で
、
本
田
畑
を
対
象

と
し
て
、
土
地
の
集
積
時
期
と
縄
延
び
の
大
き
さ
の
関
係
性
を
明
ら

第
九
位
、
同
村
が
属
し
た
上
組
で
は
第
一
位
で
あ
っ
た
。
組
内
最
大

の
地
主
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
自
作
地
が
所
持
地
全
体
に
占

め
る
割
合
は
小
さ
く
、
小
作
米
収
取
を
目
的
と
し
た
地
主
で
あ
っ
た）29
（

。

　

最
初
の
土
地
取
得
を
行
っ
た
宝
永
元
年
以
降
、
地
租
改
正
に
至
る

ま
で
の
所
持
石
高
の
推
移
を
示
し
た
の
が
図
2
で
あ
る
。
同
図
で
は
、

全
所
持
石
高
と
安
永
四
年
に
一
町
以
上
の
土
地
を
所
持
し
た
村
々
、

つ
ま
り
赤
塚
・
恋
野
・
下
上
田
・
平
野
の
各
村
に
お
け
る
所
持
石
高

の
推
移
を
表
し
て
い
る
。

　

同
図
か
ら
、
二
点
指
摘
し
た
い
。
第
一
に
、
享
保
期
以
降
継
続
的

に
土
地
集
積
を
進
め
、
安
永
四
年
に
所
持
石
高
が
近
世
を
通
じ
て
最

大
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
同
年
の
所
持
地
は
居
村
赤
塚
村
を
は
じ

め
周
辺
八
ヵ
村
に
渡
り
、
石
高
に
し
て
一
九
七
・
二
石
、
面
積
で
は

一
四
町
三
反
に
及
ん
だ）30
（

。
た
だ
し
、
一
町
以
上
を
所
持
し
た
四
ヵ
村

以
外
で
は
三
・
五
石
の
河
瀬
村
が
最
大
で
あ
り
、
図
中
に
示
し
た
四

ヵ
村
が
所
持
地
の
ほ
ぼ
全
て
を
占
め
て
い
た
と
い
え
る
。

　

第
二
に
、
同
家
の
土
地
集
積
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
安
永
四
年
に
一
町
以
上
を
所
持
し
た
四
ヵ
村
の
う

ち
、
赤
塚
・
恋
野
両
村
と
下
上
田
・
平
野
両
村
は
全
く
異
な
る
動
き

を
示
し
た
。
ま
ず
赤
塚
・
恋
野
両
村
で
あ
る
が
、
両
村
に
お
け
る
所

持
石
高
は
安
永
期
以
後
幕
末
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
停
滞
し
、
幕
末
に
主
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図
2
 元
禄
16（
1703）年

か
ら
明
治
8（
1875）年

に
お
け
る
所
持
石
高

出
典
：
大
正
元（
1912）年「

要
記
録
　
第
一
」、
大
正
2
年「
要
記
録
　
第
二
」「
要
記
録
　
第
三
」「
要
記
録
　
第
四
」「
要
記
録
　

第
五
」（
全
て
赤
塚
・
田
中
家
文
書
）よ
り
作
成
。

注
1
：
各
年
の
所
持
石
高
は
安
永
4（
1775）年

の
所
持
石
高
よ
り
各
年
の
取
得
・
売
却
石
高
を
加
算
・
減
算
し
て
算
出
し
た
。

2
：
合
計
は
4
ヵ
村
の
合
計
で
は
な
く
、
所
持
地
全
て
の
合
計
で
あ
る
。

3：
平
野
村
で
は
文
政
元（
1818）年

か
ら
文
政
5
年
に
か
け
て
10.8石

減
少
し
た
が
、
詳
細
な
年
次
は
特
定
で
き
な
い
た
め
、

こ
こ
で
は
文
政
元
年
に
減
少
し
た
と
仮
定
し
て
示
し
た
。

石

合
計
赤
塚
恋
野
下
上
田

平
野

元禄一六（一七〇三）年

宝永七（一七一〇）年

享保五（一七二〇）年

享保一五（一七三〇）年

元文五（一七四〇）年

寛延三（一七五〇）年

宝暦一〇（一七六〇）年

明和七（一七七〇）年

安永四（一七七五）年

安永九（一七八〇）年

寛政二（一七九〇）年

寛政一二（一八〇〇）年

文化七（一八一〇）年

文政三（一八二〇）年

天保元（一八三〇）年

天保一一（一八四〇）年

嘉永三（一八五〇）年

万延元（一八六〇）年

明治元（一八六八）年

明治八（一八七五）年

200

180

160
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100806040200
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一
七
・
四
％
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
安
永
三
年
か
ら
文
化
一
二
（
一

八
一
五
）
年
に
は
、
件
数
で
六
六
・
六
％
（
六
件
）、
面
積
で
七
二
・

二
％
（
一
八
・
九
人
植
）
と
な
り
、
合
計
面
積
の
縄
延
び
は
三
〇
・

九
％
へ
と
上
昇
し
た
。
幕
末
の
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
か
ら
明
治

八
年
に
は
、
件
数
で
四
六
・
一
％
（
一
二
件
）、
面
積
で
三
七
・

八
％
（
二
一
人
植
）
と
な
り
、
合
計
面
積
の
縄
延
び
は
五
・
三
％
へ

と
低
下
し
た
。

　

天
保
期
以
前
の
集
積
地
は
、
そ
の
多
く
に
縄
延
び
が
あ
る
一
方
で
、

天
保
期
以
後
の
集
積
地
は
、
実
面
積
と
検
地
帳
面
積
が
ほ
ぼ
同
じ
で

あ
る
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
な
お
、
図
2
か
ら
明
ら
か

な
よ
う
に
、
後
者
は
天
保
期
以
後
の
集
積
地
と
い
っ
て
も
、
そ
の
大

半
は
明
治
時
代
以
降
に
集
積
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
集
積
さ
れ
た
各
土
地
の
場
所
を
分
析
し
た
い
。
赤
塚
村
で
地

租
改
正
事
業
が
終
了
し
た
直
後
で
あ
る
明
治
八
年
旧
暦
一
二
月
三
一

日
時
点
で
の
所
持
地
を
字
別
に
集
計
し
た
の
が
表
4
で
あ
る
。
同
表

で
は
、
天
保
期
を
境
と
し
た
集
積
時
期
に
よ
る
区
別
も
併
せ
て
示
し

た
。

　

同
表
か
ら
、
二
点
指
摘
し
た
い
。
第
一
に
、
天
保
期
以
前
に
は
主

に
北
部
で
土
地
集
積
が
進
展
し
た
こ
と
で
あ
る
。
北
部
の
集
積
地
が

全
体
に
占
め
る
割
合
は
、
八
二
・
〇
％
（
一
町
八
反
六
畝
二
四
歩
）

か
に
し
た
い
。
土
地
の
集
積
時
期
別
に
、
ど
の
よ
う
な
土
地
を
集
積

し
た
か
を
整
理
し
た
の
が
表
3
で
あ
る
。
な
お
、
上
記
の
よ
う
に
安

永
二
年
に
お
け
る
縄
延
び
は
二
七
・
二
％
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

同
表
の
宝
永
元
（
一
七
〇
四
）
年
か
ら
安
永
二
年
に
お
け
る
集
積
地

の
合
計
面
積
の
縄
延
び
が
一
七
・
四
％
に
と
ど
ま
っ
た
り
、
表
4
で

示
し
た
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に
お
け
る
合
計
所
持
面
積
が
三
町

八
反
二
畝
九
歩
で
あ
る
の
に
対
し
、
同
表
の
全
期
間
を
通
じ
て
の
合

計
集
積
面
積
が
二
一
二
・
五
人
植
（
凡
そ
七
町
八
畝
一
〇
歩
）
で
あ

っ
た
り
、
同
表
と
実
際
の
数
値
に
は
隔
た
り
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
同

表
作
成
に
利
用
し
た
明
治
六
年
「
本
田
畑
有
畝
改
帳
」
で
は
数
筆
を

ま
と
め
て
記
載
し
て
い
る
場
合
が
あ
っ
た
り
、
同
表
で
は
一
度
集
積

し
た
後
に
譲
渡
・
売
却
し
た
土
地
を
含
ん
だ
り
す
る
た
め
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
同
表
は
傾
向
を
把
握
す
る
に
は
問
題
な
い
と
考
え
ら

れ
る
が
、
正
確
性
に
は
若
干
欠
け
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

同
表
か
ら
、
集
積
時
期
に
よ
っ
て
、
集
積
地
の
縄
延
び
の
大
き
さ

が
変
化
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
時
期
別
に
実
面
積
比
率
が
一

一
〇
以
上
の
、
縄
延
び
が
あ
る
土
地
が
占
め
る
比
率
を
見
て
い
き
た

い
。
最
初
の
土
地
取
得
を
行
っ
た
宝
永
元
年
か
ら
所
持
石
高
が
最
大

と
な
る
安
永
二
年
は
、
件
数
で
六
八
・
五
％
（
三
七
件
）、
面
積
で

六
五
・
〇
％
（
八
五
・
一
人
植
）
で
あ
り
、
合
計
面
積
の
縄
延
び
は
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第
二
に
、
天
保
期
以
後
は
北
部
と
並
ん
で
、
中
部
で
も
土
地
集
積

が
進
展
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
集
積
地
に
縄
延
び
が
な
く
、

そ
の
大
半
が
明
治
時
代
以
降
に
集
積
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
先

に
述
べ
た
通
り
で
あ
る）35
（

。
天
保
期
か
ら
幕
末
に
か
け
て
は
、
北
部
・

中
部
共
に
土
地
集
積
は
ほ
と
ん
ど
進
展
し
な
か
っ
た
こ
と
を
強
調
し

て
お
き
た
い
。

　

さ
ら
に
、
同
表
と
表
1
、
表
3
を
併
せ
て
見
る
こ
と
で
、
天
保
期

以
前
に
お
け
る
北
部
の
集
積
地
の
、
地
域
に
占
め
る
割
合
の
高
さ
が

明
ら
か
と
な
る
。
天
保
期
以
前
に
お
け
る
北
部
の
集
積
地
は
、
上
記

の
分
家
へ
の
譲
与
分
約
八
反
を
加
算
す
れ
ば
二
町
六
反
六
畝
二
四
歩
、

に
も
達
し
た
。
そ
の
中
で
も
字
田
中
と
木
落
に
特
に
偏
り
、
両
字
の

集
積
地
だ
け
で
全
体
の
七
一
・
〇
％
（
一
町
六
反
一
畝
二
二
歩
）
に

な
っ
た
。

　

同
表
に
は
表
れ
な
い
、
一
度
集
積
し
た
後
譲
渡
・
売
却
し
た
土
地

も
、
北
部
に
位
置
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
例
え
ば
、
分
家
へ
の
譲

渡
と
し
て
は
近
世
で
は
最
も
規
模
が
大
き
か
っ
た
文
久
二
年
の
事
例

で
は
、
寛
保
〜
宝
暦
期
に
集
積
し
た
一
六
・
六
石
、
二
三
・
九
人
植

を
譲
渡
し
た
が）34
（

、
こ
れ
ら
は
全
て
北
部
に
位
置
し
た
。
先
に
示
し
た

一
町
八
反
六
畝
二
四
歩
に
加
え
て
、
二
三
・
九
人
植
（
約
八
反
）
の

土
地
を
北
部
に
所
持
し
て
い
た
推
計
と
な
る
。

検地帳面積
検地帳面積に対す
る実面積の比率

<合計> <合計>（％）

3町 7反 1畝 7歩 117.4 

6 反 6 畝21歩 130.9 

1 町 7 反 5 畝22歩 105.3 

6 町 1 反 3 畝20歩 115.4 
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表 3　赤塚村本田畑における集積地の性質

集　積　年　代
検　地　帳　面　積　に　対　す　る　実　面　積　の　比　率

0～90 90～110 110～190 190～ 合計

天
保
期
以
前

宝永元年
（1704）
～

安永 2年
（1773）

件 2 15 31 6 54

％ 3.7 27.8 57.4 11.1 100.0 

人植 0.9 44.9 75.0 10.1 130.8 
（ 4 町 3 反 6 畝　　）

％ 0.6 34.3 57.3 7.7 100.0 

安永 3年
（1776）
～

文化12年
（1815）

件 3  4  2  9  

％ 33.3 44.4 22.2 100.0 

人植 7.3 15.4 3.5 26.2 
（ 8 反 7 畝10歩）

％ 27.9 58.8 13.4 100.0 

天
保
期
以
後

文久 2年
（1862）
～

明治 8年
（1875）

件 4  10 11 1  26 

％ 15.4 38.5 42.3 3.8 100.0 

人植 6.0 28.5 20.5 0.5 55.5 
（ 1 町 8 反 5 畝　　）

％ 10.8 51.4 36.9 0.9 100.0 

合　　　計

件 6  28 46 9  89 

％ 6.7 31.5 51.7 10.1 100.0 

人植 6.9 80.7 110.9 14.1 212.5 
（ 7 町　　 8畝10歩）

％ 3.2 38.0 52.2 6.6 100.0 

出典： 明治 6（1873）年「本田畑有畝改帳」「本田畑地所改帳扣　壱番」「本田畑地所改帳扣　弐番」、大
正元（1912）年「要記録　第一」、大正 2年「要記録　第二」「要記録　第三」「要記録　第四」「要
記録　第五」（全て赤塚・田中家文書）より作成。

注 1：人植は、縄延びを含む土地の実面積を表し、合計の括弧内は 1人植＝100歩として算出した。
　 2： 検地帳面積に対する実面積の比率は、 1人植＝100歩、検地帳面積を100とした上で、「人植」×

100÷検地帳面積×100という方法で算出した。
　 3： 人植・割合については、四捨五入により小数第 1位までとした。そのため、内数の和が必ずし

も合計とは一致しない。
　 4：集積後、譲渡・売却した土地も含む。
　 5： 文化13（1816）年～文久元（1861）年における土地集積は、天保10（1839）年に 1件（検地帳面積が

9畝、実面積が2.5人植で、実面積比率は92.6％）あっただけである。
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凡
そ
八
〇
人
植
と
な
る
。
表
3
で
は

天
保
期
以
前
に
集
積
し
た
土
地
の
う

ち
、
実
面
積
比
率
が
九
〇
〜
一
一
〇

の
土
地
と
一
一
〇
以
上
の
土
地
が
全

体
に
占
め
る
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
約

三
分
の
一
と
約
三
分
の
二
と
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
八
〇
人
植
の
う
ち

二
六
・
七
人
植
が
実
面
積
比
率
が
九

〇
〜
一
一
〇
の
土
地
、
五
三
・
三
人

植
が
実
面
積
比
率
が
一
一
〇
以
上
の

土
地
と
推
計
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
表

1
か
ら
、
北
部
に
お
け
る
実
面
積
比

率
が
九
〇
〜
一
一
〇
の
土
地
の
面
積

は
八
三
・
六
人
植
、
一
一
〇
以
上
の

土
地
の
面
積
は
一
二
八
・
七
人
植
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
そ
れ
ぞ

れ
で
同
家
の
集
積
地
が
占
め
る
割
合

を
算
出
す
れ
ば
、
三
一
・
九
％
と
四

一
・
四
％
と
な
っ
た）36
（

。

　

集
積
地
の
特
質
を
分
析
し
た
結
果
、

表 4　明治 8（1875）年赤塚村における字別所持面積

番
号

字
明治 8年の所持地 天保期以前の集積地 天保期以後の集積地
面　　積 （％） 面　　積 （％） 面　　積 （％）

北
部

1 田中 1町 5反 2畝29歩 40.0 1 町 2 反　　21歩 53.0 3 反 2 畝 8 歩 20.9 

2 木落 6反 9畝12歩 18.2 4 反 1 畝 1 歩 18.0 2 反 8 畝11歩 18.4 

3 梅ヶ本 1畝12歩 0.4 1 畝12歩 0.6 

4 去年川 6畝14歩 1.7 6 畝14歩 2.8 

5 小原 7畝29歩 2.1 4 畝17歩 2.0 3 畝12歩 2.2 

6 帯田 2反 6畝19歩 7.0 1 反 2 畝19歩 5.5 1 反 4 畝　　 9.1 

小計 2町 6反 4畝25歩 69.3 1 町 8 反 6 畝24歩 82.0 7 反 8 畝 1 歩 50.5 

中
部

7 西所 1反 5畝 2歩 3.9 4 畝23歩 2.1 1 反　　 9歩 6.7 

8 西ノ久保 3反 4畝 3歩 8.9 8 畝11歩 3.7 2 反 5 畝22歩 16.7 

9 房屋 3反 3畝22歩 8.8 3 反 3 畝22歩 21.8 

10 土居 2畝15歩 0.7 2 畝15歩 1.6 

11 和庄 2反 3畝17歩 6.2 1 反 9 畝13歩 8.5 4 畝 4 歩 2.7 

小計 1町　　 8畝29歩 28.5 3 反 2 畝17歩 14.3 7 反 6 畝12歩 49.5 

南
部

12 山中 1畝 2歩 0.3 1 畝 2 歩 0.5 

14 日浦 2畝23歩 0.7 2 畝23歩 1.2 

17 雨坪 4畝20歩 1.2 4 畝20歩 2.0 

小計 8畝15歩 2.2 8 畝15歩 3.7 

合計 3町 8反 2畝 9歩 100.0 2 町 2 反 7 畝26歩 100.0 1 町 5 反 4 畝13歩 100.0 

出典： 明治 9（1876）年「赤塚村内ニテ所持之部　地所一筆限図面帳」、明治21年「所有地旧新地番反別実
際比較帳」、大正 2（1913）年「要記録　第四」「要記録　第五」（全て赤塚・田中家文書）より作成。

注 1：天保期以前の集積地の面積は、明治 8年の所持地から天保期以後の集積地を差し引いて算出した。
　 2： 割合は、四捨五入により小数第 1位までとした。そのため、内数の和が必ずしも合計とは一致

しない。
　 3：番号欄の数値は図 1中の番号と対応している。
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る
自
作
地
の
割
合
が
低
い）38
（

、
小
作
米
収
取
を
目
的
と
し
た
地
主
で
あ

っ
た
こ
と
や
、
自
作
地
に
つ
い
て
は
作
物
の
種
類
と
そ
の
収
穫
量
以

外
に
経
営
内
容
が
わ
か
る
史
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
自

作
地
経
営
に
つ
い
て
は
と
り
上
げ
な
い
。

　

ま
ず
は
小
作
地
経
営
で
あ
る
。
近
世
を
通
じ
て
小
作
地
経
営
の
中

心
と
な
っ
て
い
た
恋
野
村
を
対
象
と
し
て
、
分
析
を
進
め
る
。
そ
の

文
政
・
天
保
期
の
動
向
を
ま
と
め
た
の
が
表
5
で
あ
る
。
同
村
の
所

持
地
か
ら
の
小
作
米
は
約
七
二
石
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
約
三
〇

石
は
、
親
族
で
小
作
地
の
支
配
人
を
務
め
て
い
た
榎
坂
家
が
取
り
立

て
に
あ
た
っ
て
お
り
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
同
表
で

は
同
家
が
自
ら
取
り
立
て
た
約
四
二
石
分
の
み
を
示
し
て
い
る
。

　

小
作
人
数
と
小
作
期
間
に
注
目
し
た
い
。
文
政
・
天
保
初
期
に
は

二
三
人
前
後
で
あ
っ
た
の
が
、
後
期
に
か
け
て
一
九
人
に
減
少
し
、

平
均
で
は
一
年
あ
た
り
二
一
・
〇
人
と
な
っ
た
。
合
計
人
数
は
三
二

人
で
、
平
均
期
間
は
八
・
六
年
と
な
る
が
、
一
三
年
が
一
六
人
、
一

二
年
が
一
人
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
毎
年
四
分
の
三
は
固
定
さ
れ
た

小
作
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
納
入
状
況
で
あ
る
。
納
入
率
は
文
政
九
（
一
八
二
六
）
年
・

天
保
七
（
一
八
三
六
）
年
・
一
〇
年
の
三
ヵ
年
以
外
は
九
〇
％
以
上

で
、
安
定
し
て
い
た
。
こ
の
う
ち
、
文
政
九
年
の
納
入
率
低
下
は
一

天
保
期
以
前
は
主
に
北
部
に
お
い
て
縄
延
び
の
あ
る
土
地
を
集
積
し

た
こ
と
、
同
時
期
以
後
、
実
質
的
に
は
明
治
時
代
以
後
は
北
部
に
加

え
て
中
部
に
お
い
て
、
実
面
積
と
検
地
帳
面
積
が
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い

土
地
を
集
積
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
縄
延
び
の
あ
る
土
地

は
北
部
だ
け
で
な
く
、
中
部
や
南
部
に
も
あ
っ
た
が
、
中
部
の
一
部

や
南
部
の
多
く
の
土
地
は
耕
地
形
状
の
安
定
性
を
欠
き
、
面
積
が
増

減
し
や
す
か
っ
た
た
め
に
集
積
対
象
と
な
り
に
く
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
北
部
で
土
地
集
積
を
進
め
た
同
家
は
、
天
保
期
に
は

同
地
域
内
の
縄
延
び
の
あ
る
土
地
の
少
な
く
と
も
約
四
割
を
集
積
す

る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
村
内
に
は
分
家
や
同
家
ほ
ど
の
規
模
で
は

な
い
に
し
ろ
土
地
集
積
を
進
め
た
百
姓
が
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば

こ
の
割
合
は
高
く
、
天
保
期
に
は
北
部
に
も
う
地
主
の
集
積
対
象
と

な
り
う
る
土
地
は
残
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）37
（

。
同
時
期
に

土
地
集
積
が
停
滞
し
た
第
一
の
要
因
と
し
て
注
目
し
た
い
。

三　

田
中
家
の
天
保
期
の
経
営
動
向

（
1
）　

小
作
地
経
営

　

天
保
期
に
田
中
家
の
土
地
集
積
が
停
滞
し
た
要
因
を
、
地
主
経
営

の
分
析
か
ら
考
察
し
た
い
。
同
家
の
経
営
は
自
作
地
経
営
、
小
作
地

経
営
、
貸
付
金
経
営
か
ら
な
っ
て
い
た
が
、
同
家
は
所
持
地
に
占
め
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な
減
免
を
行
っ
た
た
め
に
、
直
接
的
な
援
助
は
特
に
な
か
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
各
年
の
「
当
座
帳
」
か
ら
、
作
徳
米
は
販
売
し
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
と
な
る
。
販
売
量
は
年
次
に
よ
っ
て
変
わ
る
が
、
主
に

居
村
赤
塚
村
の
百
姓
や
橋
本
・
恋
野
・
清
水
・
三
軒
茶
屋
と
い
っ
た

近
隣
村
々
の
商
人
に
販
売
さ
れ
て
い
た
。

　

以
上
か
ら
、
同
時
期
に
お
け
る
小
作
人
の
確
保
・
小
作
米
の
納
入

は
共
に
、
安
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
七
年
の

凶
作
時
に
は
、
前
例
の
な
い
規
模
の
減
免
で
対
応
し
て
い
た
の
で
あ

る
。

（
2
）　

貸
付
金
経
営

　

田
中
家
に
お
い
て
は
、
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、

小
作
地
経
営
と
貸
付
金
経
営
が
深
く
関
連
し
て
い
た

の
で
、
貸
付
金
経
営
の
分
析
に
つ
い
て
も
恋
野
村
を

対
象
と
し
た
い
。
た
だ
し
、
そ
の
貸
付
規
模
は
あ
ま

り
大
き
く
な
い
の
で
、
同
家
全
体
の
貸
付
金
の
動
向

に
つ
い
て
も
併
せ
て
考
察
し
た
い
。
そ
れ
ら
の
天
保

期
に
お
け
る
動
向
を
示
し
た
の
が
表
6
で
あ
る）41
（

。

　

ま
ず
貸
付
人
数
と
貸
付
先
で
あ
る
。
八
〜
一
〇
人

〇
・
七
％
に
達
す
る
不
納
が
原
因
で
あ
っ
た
が
、
天
保
期
に
入
る
と
、

不
納
率
は
高
く
て
も
七
％
台
前
半
で
と
ど
ま
っ
た
。

　

天
保
七
年
に
納
入
率
が
低
下
し
た
要
因
は
、
一
六
・
八
％
と
突
出

し
て
高
い
減
免
で
あ
っ
た
。
減
免
は
具
体
的
に
は
「
ま
け
」「
悪
作

引
」
な
ど
と
さ
れ
、
凶
作
に
対
応
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
年

以
外
の
減
免
率
は
五
％
台
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
よ
り
直
接
的
な
援
助

が
な
さ
れ
た
場
合
が
あ
っ
た
。

　

ま
ず
五
年
四
月
に
は
榎
坂
家
取
立
分
も
含
む
同
村
の
小
作
人
全
員

三
二
人
に
米
五
升
宛
与
え
て
い
る）39
（

。
更
に
、
八
年
四
月
に
は
、
小
前

難
渋
人
へ
粥
米
料
と
し
て
金
一
両
を
与
え
て
い
る）40
（

。
七
年
は
大
規
模

天保

10年 11年 12年 13年 14年

20 19 19 19 19
11 16 13 16 12

42.7 42.7 42.7 42.8 42.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

36.9 40.7 38.6 40.3 38.9 
86.5 95.4 90.4 94.2 90.9 

0.4 0.6 1.8 1.5 3.2 
0.9 1.4 4.2 3.5 7.4 

2.3 1.4 2.1 1.0 0.2 
5.4 3.2 5.0 2.3 0.5 
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を
推
移
し
、
平
均
は
一
年
あ
た
り
九
・
二
人
、
一
二

年
間
で
合
計
一
五
人
で
あ
っ
た
。
同
村
の
一
九
世
紀

初
期
の
戸
数
は
一
〇
五
戸
で
あ
っ
た
た
め）42
（

、
金
融
関

係
を
結
ん
で
い
た
者
は
ご
く
一
部
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
同
家
と
の
関
係
を
見
る
と
、
小
作
人
が
九
人
、

親
族
が
三
人
で
あ
り
、
他
に
は
出
入
り
の
商
人
と
推

測
さ
れ
る
者
が
い
た
。
小
作
人
・
親
族
な
ど
の
形
で
、

同
家
と
関
係
を
持
っ
て
い
た
者
が
中
心
と
な
っ
て
い

た
。

　

次
に
貸
付
額
と
内
容
、
及
び
そ
の
返
済
で
あ
る
。

貸
付
残
高
は
天
保
二
（
一
八
三
一
）
年
〜
七
年
は
一

三
〇
〇
〜
一
七
〇
〇
匁
を
推
移
し
、
八
年
以
降
は
二

三
〇
〇
〜
二
五
〇
〇
匁
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は

貸
付
人
数
の
増
加
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
以
下
で
述

べ
る
一
件
の
大
口
の
貸
付
に
よ
っ
て
増
加
し
た
の
で

あ
る
。

　

貸
付
内
容
は
、
小
作
米
不
納
分
と
そ
の
他
に
大
別

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
で
は
そ
れ
ぞ
れ
別
に
検

討
す
る
。
な
お
、
小
作
米
不
納
分
は
換
価
さ
れ
た
上

で
下
作
米
受
取
覚
か
ら
大
福
帳
に
移
行
さ
れ
た
も
の

表 5　文政・天保期の恋野村における小作地経営

年代
文政 天保

元年 9年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年

総数 人 24 23 23 24 23 22 21 21 22 21
皆済 人 16 17 16 20 18 17 16 12 15 17

契約
石 42.2 42.4 42.7 42.7 39.8 42.7 42.6 42.7 41.0 42.7 
％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

納入
石 38.7 37.2 39.9 41.4 36.3 40.9 40.8 32.4 37.8 40.7 
％ 91.6 87.8 93.6 97.0 91.1 95.9 95.7 75.9 92.2 95.2 

不納
石 3.1 4.6 2.2 0.6 2.8 1.4 0.6 1.2 1.2 0.0 
％ 7.4 10.7 5.1 1.5 7.1 3.3 1.4 2.9 2.9 0.0 

減免
石 0.4 0.6 0.0 0.4 0.6 0.1 0.5 7.2 0.6 1.1 
％ 0.9 1.4 0.1 0.9 1.4 0.3 1.1 16.8 1.6 2.6 

出典： 文政元（1818）年は明治23（1890）年「文化拾五戌寅年地資帳写」、文政 9年は文政 9年
「地資帳」、天保 2（1831）年～12年は各年の「恋野下作米受取覚」、天保13年と14年は
両年の「恋野下作受取覚」（全て赤塚・田中家文書）より作成。

注 1：契約は契約小作米、皆済は皆済人数、総数は総小作人数を表す。
　 2： 石高については、升以下を四捨五入して表示した。そのため、内数の和が必ずしも

合計とは一致しない。
　 3： 割合は契約小作米に対する割合を表し、四捨五入により小数第 1位までとした。そ

のため、内数の和が必ずしも合計とは一致しない。
　 4： 不納は「かし」「不足」「質物」「借用手形」「延引」「大福帳へ写る」「当座帳へ写る」

を表し、減免は「まけ」「悪作引」「引」「綿下引」を表す。
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で
、
こ
れ
は
同
家
の
経
営
帳
簿
上
の
特
質

の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
小
作
米
不
納
分
で
あ
る
が
、
一
二

年
間
の
新
規
貸
付
の
中
に
、
小
作
米
の
不

納
を
理
由
と
す
る
貸
付
は
な
い
。
ま
た
、

二
年
の
貸
付
残
高
一
三
九
九
匁
の
う
ち
、

少
な
く
と
も
六
七
・
一
％
（
九
三
九
匁
）

が
化
政
期
か
ら
の
小
作
米
不
納
分
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
は
無
利
子
で
あ
り
、
一
二
年

間
で
返
済
さ
れ
た
の
は
わ
ず
か
一
・
八
八

匁
の
み
で
あ
っ
た
。
天
保
期
に
は
、
化
政

期
か
ら
の
不
納
分
は
利
子
も
付
か
ず
に
転

記
さ
れ
る
だ
け
と
な
り
、
新
規
不
納
分
は

計
上
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
天
保

期
に
小
作
米
不
納
分
の
回
収
は
、
ほ
ぼ
不

可
能
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
文
政
一
〇
（
一
八
二
七
）
年

を
事
例
と
し
て
、
文
政
期
に
お
け
る
不
納

分
回
収
状
況
を
見
て
お
き
た
い
。
表
5
に

示
し
た
よ
う
に
、
九
年
の
小
作
米
不
納
率

7 年 8 年 9 年 10年 11年 12年 13年

9 10 9 10 10 10 9
1,329.50 2,347.69 2,348.23 2,387.35 2,511.43 2,520.05 2,453.99 

939.78 939.68 939.68 939.68 939.68 939.68 939.68 

389.72 1,408.01 1,408.55 1,447.67 1,571.75 1,580.37 1,514.31 

1.34 1.54 1.62 7.49 8.62 

1,300.00 77.50 37.50 246.99 

283.05 130.40 66.06 

49 50 51 51 50 44 32 
10,030.99 12,428.46 14,529.26 14,196.76 15,219.67 13,369.71 10,649.55 

1,028.05 1,253.05 1,202.97 1,324.93 1,251.99 1,066.63 898.40 

2,652.79 1,574.30 1,384.77 529.72 38.23 28.00 4.72 

71.97 15.38 13.61 14.26 

1,495.65 677.14 1,585.16 396.82 267.60 428.05 338.39 
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は
一
〇
・
七
％
に
も
達
し
た
が
、
そ
れ
を

含
む
一
〇
年
ま
で
の
小
作
米
不
納
分
の
合

計
は
一
二
六
一
匁
と
な
っ
て
い
た）43
（

。
そ
し

て
、
同
年
に
は
そ
の
う
ち
の
二
七
・
四
％

（
三
四
五
匁
）
が
返
済
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

文
政
期
に
は
、
小
作
米
不
納
分
の
回
収
が

可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
小
作
米
不
納
分
以
外
に
つ
い
て
で

あ
る
。
米
の
貸
付
や
頼
母
子
関
連
の
貸
付

な
ど
少
額
の
も
の
が
多
く
を
占
め
、
大
口

の
新
規
貸
付
は
二
件
だ
け
で
あ
っ
た
。
天

保
五
年
に
貸
し
付
け
た
一
三
四
九
匁
と
七

年
に
貸
し
付
け
た
一
三
〇
〇
匁
で
あ
る
。

前
者
は
米
の
売
買
に
関
連
し
た
貸
付
で
、

同
年
中
に
そ
の
大
半
が
返
済
さ
れ
た
。
後

者
は
山
を
質
に
と
っ
て
の
貸
付
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
貸
借
状
況
で
注
目
さ
れ
る
の

は
、
返
済
額
が
八
年
以
降
減
少
し
て
い
く

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
前
年
で
あ
る
七
年
は
、

先
に
述
べ
た
よ
う
に
凶
作
年
で
あ
り
、
返

表 6　天保期における貸付金経営

年代 2年 3年 4年 5年 6年

恋
野
村

貸付人数 人 9 8 8 9 9
貸付残高 匁 1,399.03 1,768.21 1,445.11 1,287.31 1,489.74 

（小作米不納分） 匁 939.00 937.78 937.78 937.78 939.78 

（小作米不納分以外） A 匁 460.03 830.43 507.33 349.53 549.96 

Aの利子 匁 44.90 44.71 35.70 31.64 31.60 

新規貸付額 B 匁 312.70 1,395.84 8.10 

Bの利子 匁 62.00 33.21 0.85 

返済額 匁 49.20 367.81 193.50 1,213.96 201.13 

全
体

貸付人数 人 57 55 48 50 52 
貸付残高 C 匁 13,119.09 10,995.97 10,231.08 9,201.07 9,229.08 

Cの利子 匁 1,139.65 1,150.95 1,080.71 833.39 804.28 

新規貸付額 D 匁 1,654.93 512.00 619.74 2,815.43 1,940.75 

Dの利子 匁 90.32 82.12 6.16 65.48 58.26 

返済額 匁 4,754.30 1,903.00 2,564.13 3,600.18 2,113.93 

出典：各年の「大福帳」（全て赤塚・田中家文書）より作成。
注 1： 全体は周辺村々の百姓への貸付の合計である。
　 2：金 1両＝銀62匁、銀 1匁＝銭1.08匁で換算した。
　 3：米や藁など現物の貸付については、非常に少量であるためここでは除外した。
　 4： 恋野村の小作米不納分の利子は、天保 2（1831）年に0.66匁が計上された以外は無利子のため、

表中には記載していない。
　 5： 恋野村の返済額は全て小作米不納分以外に対するものであり、小作米不納分に対する返済は天

保 2年に1.88匁あるのみである。返済がないにも関わらず、小作米不納分の金額が変動するの
は、数値を誤って翌年の大福帳に転記したためと考えられる。
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地
主
は
、
土
地
集
積
に
対
し
て
消
極
的
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

む
す
び
に

　

本
稿
は
、
紀
伊
国
伊
都
郡
赤
塚
村
田
中
家
の
赤
塚
・
恋
野
両
村
の

所
持
地
を
事
例
と
し
て
、
当
該
地
域
の
地
主
制
が
天
保
期
に
停
滞
し

た
要
因
を
、
耕
地
条
件
と
地
主
経
営
に
着
目
し
て
分
析
し
た
。
こ
れ

ら
の
着
目
点
に
沿
っ
て
、
分
析
内
容
を
整
理
し
た
い
。

　

赤
塚
村
は
、
村
の
北
部
・
中
部
・
南
部
で
耕
地
条
件
に
大
き
な
差

が
あ
っ
た
。
縄
延
び
の
あ
る
土
地
は
村
内
の
約
半
分
、
北
部
・
中

部
・
南
部
に
そ
れ
ぞ
れ
約
五
〇
〜
六
〇
％
ず
つ
分
布
し
て
い
た
が
、

北
部
か
ら
南
部
に
行
く
ほ
ど
土
地
の
面
積
は
狭
小
に
な
り
、
耕
地
形

状
の
安
定
性
が
低
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
紀
ノ
川
上
流
域
で
は
、
天
保

期
以
降
米
価
が
上
昇
傾
向
と
な
り
、
作
徳
米
を
販
売
す
る
地
主
は
、

新
た
な
土
地
集
積
に
対
す
る
経
済
的
誘
因
を
高
め
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
紀
州
藩
の
同
時
期
の
貢
租
収
奪
動
向
は
、
検

地
帳
石
高
に
対
す
る
高
率
貢
租
と
凶
作
時
の
貢
租
減
免
幅
が
寡
少
、

つ
ま
り
高
率
貢
租
の
固
定
化
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
反
収

の
上
昇
や
縄
延
び
の
形
成
は
一
八
世
紀
初
期
ま
で
に
ほ
ぼ
終
了
し
、

標
準
的
小
作
米
水
準
は
遅
く
と
も
延
享
期
以
降
固
定
化
し
た
。
そ
の

済
額
の
減
少
は
、
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
貸
付

全
体
も
同
様
の
傾
向
を
示
し
、
八
年
以
降
は
返
済
額
が
減
少
傾
向
と

な
っ
た
。
同
時
に
、
新
規
貸
付
額
も
減
少
傾
向
と
な
り
、
貸
付
金
部

門
の
縮
小
が
う
か
が
え
る
。

　

以
上
か
ら
、
小
作
地
経
営
・
貸
付
金
経
営
共
に
天
保
期
に
変
化
が

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
ず
小
作
地
経
営
で
あ
る
が
、

小
作
米
の
納
入
率
は
文
政
期
と
同
水
準
で
変
化
は
な
か
っ
た
一
方
で
、

大
福
帳
に
記
載
さ
れ
る
小
作
米
不
納
分
の
回
収
が
、
天
保
期
に
は
放

棄
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
新
た
な
形
で
の
事
実
上
の
減
免

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

次
に
貸
付
金
経
営
は
七
年
の
凶
作
を
契
機
と
し
て
、
八
年
以
降
返

済
額
が
減
少
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
同
家
全
体
で
も
同
様
で
あ
り
、

更
に
新
規
貸
付
額
も
減
少
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
同
家
は
主
に
本

銀
返
し
に
よ
っ
て
土
地
集
積
を
進
め
て
い
た
た
め）44
（

、
天
保
期
に
お
け

る
土
地
集
積
の
停
滞
が
こ
こ
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
変
化
は
い
ず
れ
も
経
営
状
態
を
悪
化
さ
せ
る
も
の
で
あ

り
、
特
に
小
作
米
不
納
分
の
回
収
放
棄
と
い
う
小
作
地
経
営
の
変
化

は）45
（

、
地
主
の
土
地
集
積
が
停
滞
し
た
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
注
目

さ
れ
る
。
仮
に
集
積
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
土
地
か
ら
の
小
作
米
を

安
定
的
に
収
取
で
き
な
い
と
な
れ
ば
、
小
作
米
収
取
を
目
的
と
す
る
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の
回
収
が
放
棄
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
貸
付
金
経
営
で
は
返
済
額
や

新
規
貸
付
額
が
減
少
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
小
作
人
経
営
ま
で
は

分
析
で
き
て
い
な
い
の
で
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
言
え
な
い
が
、

こ
う
し
た
変
化
の
背
景
に
は
、
恐
ら
く
同
時
期
に
お
け
る
連
続
的
な

凶
作
と
、
そ
れ
に
よ
る
小
作
人
経
営
の
経
営
状
態
の
悪
化
が
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
。
地
主
は
こ
の
よ
う
な
小
作
地
経
営
の
不
安
定
化
を

踏
ま
え
て
、
土
地
集
積
に
対
し
て
消
極
的
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
が
同
時
期
に
地
主
制
が
停
滞
し
た
も
う
一
つ
の
要
因
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
地
主
の
集
積
対
象
と
な
る
土
地
が
存
在
す
る
こ
と

が
前
提
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
停
滞
の
要
因
と
し
て
は
、
一
点
目
と

し
て
挙
げ
た
集
積
対
象
と
な
る
土
地
が
な
い
と
い
う
点
よ
り
重
要
性

が
低
か
っ
た
。

　

紀
ノ
川
上
流
域
で
天
保
期
に
地
主
制
が
停
滞
し
た
の
は
、
第
一
義

的
に
は
地
主
の
集
積
対
象
と
な
る
よ
う
な
、
縄
延
び
が
あ
り
、
か
つ

耕
地
形
状
が
安
定
し
た
土
地
が
残
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
加
え
て

小
作
地
経
営
が
不
安
定
化
し
た
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
縄
延
び
地
集
積
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
地
主
制
が
停
滞
し
た
要

因
と
し
て
、
庄
内
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
作
徳
米
収
取
に
対
す
る
小
作

農
民
層
の
抵
抗
に
加
え
て
、
縄
延
び
が
あ
り
、
耕
地
形
状
が
安
定
し

た
土
地
が
も
う
村
内
に
残
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
新
た

た
め
、
米
価
の
上
昇
を
考
慮
し
て
も
、
小
作
米
収
取
を
目
的
と
す
る

地
主
が
、
有
利
な
作
徳
米
を
確
保
し
、
凶
作
時
の
貢
租
負
担
と
い
う

リ
ス
ク
を
低
減
す
る
に
は
、
縄
延
び
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
同
時
に
、
耕
地
形
状
が
安
定
的
で
、
縄
延
び
を
含
む
土
地
の
面

積
が
増
減
す
る
可
能
性
が
低
い
と
い
う
点
も
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
ら

二
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
北
部
の
土
地
が
地
主
の
集
積
対
象
と
な
り
え

た
。

　

し
か
し
、
地
主
は
天
保
期
以
前
に
既
に
、
縄
延
び
を
含
む
小
作
米

収
取
慣
行
を
利
用
し
て
、
北
部
の
、
縄
延
び
が
あ
り
耕
地
形
状
が
安

定
し
た
土
地
を
集
積
し
て
い
た）46
（

。
天
保
期
に
は
そ
の
割
合
は
北
部
の

縄
延
び
の
あ
る
土
地
の
約
四
割
に
も
達
し
、
も
は
や
集
積
対
象
と
な

り
う
る
土
地
は
残
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
同
時
期
に

地
主
制
が
停
滞
し
た
第
一
の
要
因
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
保
期
の
所

持
地
の
多
く
が
、
同
村
に
お
け
る
所
持
石
高
が
最
大
と
な
る
安
永
二

（
一
七
七
三
）
年
ま
で
に
集
積
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
同
家
以
外
の

百
姓
の
所
持
石
高
な
ど
を
踏
ま
え
れ
ば
、
集
積
対
象
と
な
り
う
る
土

地
が
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
は
、
安
永
期
に
地
主
制
が
停
滞
し
た

要
因
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る）47
（

。

　

次
に
地
主
経
営
で
あ
る
が
、
天
保
期
に
は
小
作
地
経
営
と
貸
付
金

経
営
が
、
共
に
不
安
定
化
し
た
。
小
作
地
経
営
で
は
小
作
米
不
納
分
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だ
、
近
世
に
は
こ
の
他
に
、
既
存
の
土
地
の
隣
接
地
を
開
発
す
る

切
添
に
よ
っ
て
も
、
土
地
の
実
面
積
と
検
地
帳
面
積
の
乖
離
が
生

じ
た
。
こ
ち
ら
は
通
常
縄
延
び
と
は
言
わ
な
い
が
、
両
者
が
そ
れ

ぞ
れ
ど
の
程
度
存
在
し
た
か
を
算
出
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で

あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
両
者
を
含
め
た
、
土
地
の
実
面
積
と
検
地

帳
面
積
の
乖
離
分
を
縄
延
び
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
検

地
帳
で
は
把
握
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
年
貢
負
担
が
存
在
し
な

か
っ
た
。
な
お
、
本
稿
の
対
象
で
あ
る
紀
伊
国
伊
都
郡
で
成
立
し

た
農
書
で
あ
る
『
地
方
の
聞
書
』（
安
藤
精
一
・
徳
永
光
俊
・
谷

山
正
道
・
堀
尾
尚
志
『
日
本
農
書
全
集　

第
28
巻
』（
農
山
漁
村

文
化
協
会
、
一
九
八
二
年
、
五
〜
九
五
頁
所
収
））
で
は
、
縄
延

び
が
あ
る
土
地
を
「
余
慶
有
之
地
」（
同
上
、
九
三
頁
）
と
呼
ん

で
い
る
。

（
2
）　

筆
者
は
、
紀
州
藩
領
・
大
和
幕
領
に
お
け
る
分
析
を
踏
ま
え
て
、

近
世
に
は
縄
延
び
の
存
在
と
そ
れ
を
含
む
小
作
米
収
取
慣
行
の
成

立
が
、
幕
領
・
藩
領
を
通
じ
て
、
一
定
程
度
普
遍
性
を
も
っ
た
地

主
制
の
形
成
論
理
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
（
池
本
裕
行
「
近
世

農
村
に
お
け
る
農
民
余
剰
の
成
立
と
地
主
制
形
成
の
論
理
│
縄
延

び
地
を
含
む
小
作
米
収
取
慣
行
に
着
目
し
て
│
」（
京
都
大
学
博

士
学
位
論
文
、
二
〇
一
三
年
））。
た
だ
し
、
近
世
地
主
制
の
形
成

論
理
が
全
て
こ
れ
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ

れ
は
複
数
存
在
し
て
お
り
、
例
え
ば
戦
後
の
近
世
地
主
制
研
究
で

主
要
な
研
究
対
象
地
と
さ
れ
た
摂
津
・
河
内
で
は
、
縄
延
び
の
存

在
と
そ
れ
を
含
む
小
作
米
収
取
慣
行
の
成
立
よ
り
も
、
商
品
作
物

生
産
が
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

に
指
摘
で
き
よ
う）48
（

。

　

た
と
え
縄
延
び
が
存
在
し
て
も
、
耕
地
形
状
が
不
安
定
な
土
地
は

集
積
対
象
に
な
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
点
は
、
縄
延
び
の
広
狭
と
地

主
制
の
進
展
度
の
関
係
性
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
前
稿
に
お

い
て
、
筆
者
は
近
世
に
は
縄
延
び
の
存
在
と
そ
れ
を
含
む
小
作
米
収

取
慣
行
の
成
立
が
、
一
定
程
度
普
遍
性
を
も
っ
た
地
主
制
の
形
成
論

理
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
全
国
的
に
見
た

と
き
、
縄
延
び
の
広
狭
が
地
主
制
の
進
展
度
を
直
接
規
定
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
上
記
の
点
が
、
そ
の
要
因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
天
保
飢
饉
に
つ
い
て
、
付
言
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
は

地
主
制
の
停
滞
要
因
に
焦
点
を
当
て
た
た
め
、
飢
饉
に
つ
い
て
は
あ

ま
り
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
地
主
の
小
作
地
経

営
に
お
い
て
天
保
七
（
一
八
三
六
）
年
に
突
出
し
て
高
い
減
免
率
を

記
録
し
、
貸
付
金
経
営
に
お
い
て
返
済
額
が
翌
年
か
ら
減
少
し
て
い

く
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
当
該
地
域
に
お
い
て
も
少
な
か
ら
ず
飢
饉

の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
天
保
飢
饉
下
に
お
け
る
村

落
状
況
の
実
態
解
明
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）　

縄
延
び
と
は
本
来
、
検
地
に
際
し
て
土
地
を
丈
量
す
る
た
め
の

縄
が
気
候
条
件
な
ど
に
よ
り
延
び
る
こ
と
、
及
び
そ
れ
に
よ
り
生

じ
る
土
地
の
実
面
積
と
検
地
帳
面
積
の
乖
離
分
を
意
味
す
る
。
た
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要
と
な
る
が
、
同
村
に
は
村
方
史
料
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い

と
い
う
史
料
的
制
約
の
た
め
に
、
そ
れ
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
、

赤
塚
・
恋
野
両
村
は
、
北
は
紀
ノ
川
に
面
し
、
南
は
高
野
山
に
連

な
る
山
々
が
広
が
る
地
域
を
東
西
に
区
切
る
形
で
位
置
し
て
お
り
、

村
内
の
地
理
的
条
件
は
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
赤

塚
村
の
分
析
結
果
は
恋
野
村
に
も
十
分
適
用
で
き
る
と
考
え
ら
れ

る
。

（
9
）　

赤
塚
村
は
池
本
（
二
〇
一
一
）
で
も
対
象
と
し
た
た
め
、
以
下

の
同
村
の
概
要
に
関
す
る
記
述
は
内
容
が
一
部
重
複
す
る
こ
と
を

断
っ
て
お
く
。

（
10
）　

橋
本
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
橋
本
市
史　

近
世
史
料
Ⅰ
』

（
橋
本
市
、
二
〇
〇
七
年
、
六
三
頁
）。
三
五
一
・
〇
七
八
石
は

「
役
古
高
」
と
表
現
さ
れ
る
。
以
後
本
稿
で
は
、
村
小
入
用
の
割

賦
等
で
利
用
さ
れ
る
な
ど
の
生
活
へ
の
浸
透
度
を
踏
ま
え
て
、
赤

塚
村
の
石
高
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
基
本
的
に
は
こ
の
三
五

一
・
〇
七
八
石
と
い
う
数
字
を
用
い
る
。

（
11
）　

宝
永
三
（
一
七
〇
六
）
年
「
赤
塚
村
新
田
畑
地
詰
検
地
帳
帳

尻
」（
橋
本
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
橋
本
市
史　

近
世
史
料
Ⅰ
』

（
橋
本
市
、
二
〇
〇
七
年
、
三
一
二
頁
所
収
））。
内
訳
は
屋
敷

〇
・
〇
三
六
石
、
九
歩
と
畑
四
・
六
四
九
石
、
一
町
一
反
二
一
歩

で
あ
っ
た
。

（
12
）　

宝
永
三
（
一
七
〇
六
）
年
「
赤
塚
村
旧
本
新
田
畑
畝
高
並
び
に

旧
貢
租
米
共
覚
写
し
」（
橋
本
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
橋
本
市

史　

近
世
史
料
Ⅰ
』（
橋
本
市
、
二
〇
〇
七
年
、
二
三
八
〜
二
四

五
頁
所
収
））。

（
3
）　

池
本
裕
行
「
近
世
地
主
制
の
形
成
と
縄
延
び
地
の
存
在
│
縄
延

び
地
を
含
む
小
作
米
収
取
慣
行
の
成
立
に
着
目
し
て
│
」（『
農
業

史
研
究
』
第
四
五
号
、
二
〇
一
一
年
、
六
五
〜
七
六
頁
）。

（
4
）　

竹
安
繁
治
『
近
世
土
地
政
策
の
研
究
』（
大
阪
府
立
大
学
経
済

学
部
、
一
九
六
二
年
）、
同
『
近
世
封
建
制
の
土
地
構
造
』（
御
茶

の
水
書
房
、
一
九
六
六
年
）。

（
5
）　

阿
部
英
樹
『
近
世
庄
内
地
主
の
生
成
』（
日
本
経
済
評
論
社
、

一
九
九
四
年
）、
同
『
近
世
農
村
地
域
社
会
史
の
研
究
』（
勁
草
書

房
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
6
）　

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
古
島
敏
雄
・
永
原
慶
二
『
商
品
生
産

と
寄
生
地
主
制
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
四
年
）、
山
崎
隆

三
『
地
主
制
成
立
期
の
農
業
構
造
』（
青
木
書
店
、
一
九
六
一
年
）。

な
お
、
前
者
が
摂
津
型
の
天
保
期
に
お
け
る
挫
折
＝
地
主
制
転
化

を
主
張
し
た
の
に
対
し
、
後
者
は
地
主
制
・
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
制
の

併
存
を
主
張
し
て
お
り
、
見
解
が
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
両
者
共
に
天
保
期
を
地
主
制
形
成
（
あ
る
い
は
転
化
）
の
起

点
と
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
並
列
し
て
挙
げ
て
い
る
。

（
7
）　

伊
都
郡
の
東
に
隣
接
す
る
大
和
国
宇
智
郡
で
は
、
天
保
期
以
降

年
貢
・
小
作
米
の
石
代
値
段
が
上
昇
傾
向
に
あ
っ
た
（
各
年
の

「
小
作
家
賃
帳
」
や
「
文
政
三
辰
年
ヨ
リ
明
治
八
亥
年
迠
石
代
御

直
段
」（
全
て
五
條
・
栗
山
家
文
書
））。
両
郡
は
、
紀
ノ
川
（
吉

野
川
）
を
通
じ
て
経
済
的
に
強
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
米
価
は
同

様
の
推
移
を
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
8
）　

図
2
の
天
保
期
の
田
中
家
の
土
地
所
持
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、

赤
塚
村
と
同
時
に
恋
野
村
に
つ
い
て
も
、
耕
地
条
件
の
分
析
が
必
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ん
で
あ
っ
た
こ
と
」（
同
上
、
六
八
四
頁
）
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

縄
延
び
の
多
く
も
恐
ら
く
は
同
時
期
に
開
発
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

（
17
）　

廣
本
満
『
紀
州
藩
農
政
史
の
研
究
』（
宇
治
書
店
、
一
九
九
二

年
、
二
九
九
〜
三
〇
一
頁
）。

（
18
）　

史
料
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
確
か
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、

文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
は
紀
州
藩
史
上
最
大
の
一
揆
が
発
生
し

た
年
次
で
あ
り
、
同
年
も
大
規
模
な
減
免
が
な
さ
れ
た
可
能
性
が

高
い
。

（
19
）　

他
村
で
も
天
保
期
に
お
け
る
貢
租
減
免
幅
が
寡
少
で
あ
っ
た
こ

と
が
、
廣
本
（
一
九
九
二
）
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
20
）　

村
に
賦
課
さ
れ
た
年
貢
は
、
検
地
帳
の
石
高
に
応
じ
て
各
百
姓

に
賦
課
さ
れ
た
（
各
年
の
「
免
割
賦
帳
」）。

（
21
）　

一
八
世
紀
中
期
の
貢
租
収
奪
動
向
に
つ
い
て
、
詳
細
は
池
本

（
二
〇
一
一
）
参
照
。

（
22
）　

池
本
（
二
〇
一
一
）
に
お
い
て
、
伊
都
郡
で
は
慶
長
期
に
一
・

八
五
石
で
あ
っ
た
反
収
の
上
限
が
、
元
禄
期
に
は
三
石
弱
の
水
準

ま
で
上
昇
し
、
少
な
く
と
も
天
保
期
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
同
水
準
を

維
持
し
た
後
、
明
治
時
代
初
期
に
か
け
て
若
干
低
下
し
た
こ
と
を

指
摘
し
た
。

（
23
）　

紀
ノ
川
上
流
域
で
は
「
小
作
米
」
は
貢
租
と
地
主
作
徳
か
ら
構

成
さ
れ
、
地
主
が
貢
租
負
担
者
と
な
っ
て
い
た
。
他
に
「
預
ケ

米
」「
預
リ
米
」「
地
資
米
」「
下
作
米
」
と
も
表
現
さ
れ
る
が
、

本
稿
で
は
「
小
作
米
」
に
統
一
し
た
。
そ
の
納
入
形
態
は
、
貢
租

と
同
様
に
、
現
物
納
形
態
で
あ
っ
た
。

（
13
）　

新
田
畑
は
元
々
面
積
が
小
さ
い
こ
と
に
加
え
、
明
治
六
（
一
八

七
三
）
年
「
本
田
畑
有
畝
改
帳
」
で
四
四
件
中
三
〇
件
が
山
林
や

池
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
計
算
に
含
め
て
い
な
い
。
ま
た
、
本
文

中
の
数
値
を
利
用
し
て
縄
延
び
の
大
き
さ
を
算
出
す
れ
ば
二
九
・

五
％
と
な
る
。
し
か
し
、
慶
長
検
地
は
六
尺
三
寸
四
方
、
地
租
改

正
時
は
六
尺
四
方
を
一
歩
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
揃
え
る

と
縄
延
び
の
大
き
さ
は
一
七
・
五
％
と
な
る
。
な
お
、
以
後
本
稿

で
出
て
く
る
面
積
は
、
全
て
六
尺
三
寸
四
方
を
一
歩
と
し
た
も
の

で
あ
る
。

（
14
）　
「
人
植
」
に
つ
い
て
、
詳
細
は
池
本
（
二
〇
一
一
）
参
照
。

（
15
）　

慶
長
検
地
帳
を
筆
写
し
た
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
「
伊
都
郡

赤
塚
村
御
検
地
帳
写
」
や
、
地
主
で
あ
る
田
中
家
が
所
持
地
の
場

所
を
整
理
し
た
明
治
九
年
「
所
持
地
所
図
面
帳
」
に
基
づ
い
て
、

各
土
地
の
場
所
を
特
定
し
地
域
を
分
類
し
た
。
全
て
の
土
地
の
場

所
を
正
確
に
特
定
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
厳
密
な
区
分
と

は
い
え
な
い
が
、
大
き
く
間
違
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。

（
16
）　

伊
都
郡
丁
ノ
町
組
二
二
ヵ
村
に
つ
い
て
、
慶
長
検
地
（
慶
長
六

（
一
六
〇
一
）
年
）
の
際
の
合
計
面
積
を
一
〇
〇
と
す
る
と
、
宝

永
五
（
一
七
〇
八
）
年
ま
で
に
開
発
さ
れ
た
新
田
畑
（
新
田
村
二

ヵ
村
を
含
む
）
の
面
積
は
二
五
、
そ
の
後
安
永
二
（
一
七
七
三
）

年
ま
で
に
開
発
さ
れ
た
新
田
畑
の
面
積
は
三
で
あ
っ
た
（
か
つ
ら

ぎ
町
史
編
集
委
員
会
編
『
か
つ
ら
ぎ
町
史　

通
史
編
』（
か
つ
ら

ぎ
町
、
二
〇
〇
六
年
、
六
八
五
頁
））。
こ
れ
ら
は
藩
に
よ
っ
て
把

握
さ
れ
た
数
値
で
は
あ
る
が
、「
一
七
世
紀
に
お
け
る
開
発
が
盛
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の
同
家
の
概
要
と
安
永
四
（
一
七
七
五
）
年
に
至
る
土
地
集
積
に

関
す
る
記
述
は
内
容
が
一
部
重
複
す
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

（
27
）　

大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
「
要
記
録　

第
一
」、
大
正
二
年

「
要
記
録　

第
二
」「
要
記
録　

第
三
」「
要
記
録　

第
四
」「
要
記

録　

第
五
」。
こ
の
「
要
記
録
」
は
、
八
代
七
右
衛
門
孝
敏
が

「
祖
先
の
鴻
恩
を
忘
れ
ざ
る
た
め
家
業
の
餘
暇
に
列
祖
の
事
蹟
を

探
り
猶
要
用
の
事
を
も
書
き
誌
し
之
れ
を
子
孫
に
傳
へ
ん
」
と
す

る
た
め
に
、
自
家
の
古
文
書
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
か

ら
第
十
ま
で
あ
り
、
時
系
列
に
冠
婚
葬
祭
、
土
地
売
買
、
役
職
へ

の
就
任
、
家
の
普
請
、
旅
行
な
ど
が
箇
条
書
き
に
整
理
さ
れ
て
い

る
。
田
中
家
文
書
に
は
、
こ
の
作
成
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る

下
調
べ
や
原
稿
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
非
常
に
丁
寧

に
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
内
容
は
十
分
信
頼
で
き
る
。

（
28
）　

和
歌
山
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
和
歌
山
県
史　

近
現
代
史
料

5
』（
和
歌
山
県
、
一
九
七
九
年
、
二
三
四
〜
二
四
九
頁
所
収
）。

（
29
）　

自
作
地
の
面
積
は
、
寛
延
三
（
一
七
五
〇
）
年
に
一
五
人
植
、

安
永
三
（
一
七
七
四
）
年
に
四
八
人
植
、
文
化
元
（
一
八
〇
四
）

年
に
六
五
人
植
、
天
保
二
（
一
八
三
一
）
年
に
四
五
・
五
人
植
と

推
移
し
、
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
に
は
な
く
な
っ
た
（
寛
延
三

年
は
明
治
一
八
年
「
寛
延
三
庚
午
年
地
資
帳
冩
」、
安
永
三
年
は

明
治
二
一
年
「
安
永
三
甲
午
年
地
資
帳
冩
」、
文
化
元
年
は
明
治

二
二
年
「
享
和
四
甲
子
年
地
資
帳
冩
」、
天
保
二
年
は
天
保
二
年

「
地
資
帳
」、
明
治
八
年
は
明
治
六
年
「
年
々
勘
定
帳
」
に
よ
る
）。

な
お
、
地
主
の
性
格
を
判
断
す
る
に
は
、
自
作
地
経
営
の
内
容
を

検
討
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
が
、
田
中
家
文
書
に
は
自
作
地
経

（
24
）　

池
本
（
二
〇
一
一
）
で
は
一
八
世
紀
中
期
、
縄
延
び
が
な
い
土

地
で
地
主
が
減
免
を
全
く
行
わ
な
か
っ
た
場
合
に
お
け
る
、
作
徳

米
の
小
作
米
に
占
め
る
割
合
が
、
約
三
割
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
農
業
生
産
力
や
貢
租
、
小
作
米
収
取
慣
行
に
大

き
な
変
化
が
な
い
以
上
、
天
保
期
に
お
い
て
も
、
作
徳
米
の
小
作

米
に
占
め
る
割
合
は
一
八
世
紀
中
期
と
同
水
準
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

（
25
）　

土
地
取
得
に
際
し
て
、
た
と
え
縄
延
び
が
小
さ
く
て
も
土
地
代

銀
が
少
額
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
地
主
に
と
っ
て
有
利
な
土
地
で
あ

り
、
収
益
率
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
田
中
家
文
書
を
含
む
当
該
地
域
の
史
料
に
お

い
て
、
利
回
り
を
踏
ま
え
て
土
地
代
銀
の
算
定
根
拠
を
明
示
し
た

事
例
は
、
現
時
点
で
は
二
例
し
か
な
く
、
土
地
取
得
の
際
に
一
定

の
利
回
り
水
準
が
一
般
的
に
成
立
・
適
用
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え

な
い
。
こ
れ
は
当
該
地
域
の
地
主
が
本
稿
で
明
ら
か
に
し
て
い
る

よ
う
な
、
高
率
貢
租
が
固
定
化
さ
れ
る
と
共
に
、
山
際
な
ど
土
地

の
場
所
に
よ
っ
て
は
耕
地
形
状
の
安
定
性
が
低
い
と
い
う
状
況
下

に
置
か
れ
て
お
り
、
収
益
率
で
は
な
く
、
有
利
な
作
徳
米
の
確
保

と
、
凶
作
時
の
貢
租
負
担
と
い
う
リ
ス
ク
の
低
減
を
重
視
し
た
た

め
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
天
保
期
は
凶
作
が
連
続
的
に
発
生
し
た

時
期
で
あ
り
、
後
者
の
重
要
性
は
平
年
よ
り
一
層
高
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
同
時
期
に
お
け
る
縄
延
び
の
有
利
性
は
、
凶
作
時
の
貢
租

負
担
と
い
う
リ
ス
ク
を
低
減
さ
せ
る
点
に
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し

て
お
き
た
い
。

（
26
）　

田
中
家
は
池
本
（
二
〇
一
一
）
で
も
対
象
と
し
た
た
め
、
以
下
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と
い
う
広
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
庄
屋
か
ら
五
・
六
石
、

村
惣
代
か
ら
三
度
に
わ
け
て
三
・
三
石
を
取
得
し
て
い
る
。
こ
れ

は
農
村
荒
廃
の
下
で
、
庄
屋
や
村
内
の
有
力
百
姓
だ
け
で
は
百
姓

の
成
り
立
ち
を
維
持
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
組
レ
ベ
ル
の
役
職
に

就
く
同
家
を
頼
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
の
同
家
と
し
て

は
、
そ
う
し
た
立
場
に
あ
る
者
と
し
て
、
地
域
の
成
り
立
ち
を
考

慮
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。）

　
　
　

な
お
、
両
村
に
お
け
る
売
却
の
中
に
は
請
戻
し
も
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
わ
ず
か
数
例
に
過
ぎ
ず
、
ほ
ぼ
全
て
が
そ
の
土
地
が
あ
る

村
に
居
住
す
る
百
姓
へ
の
売
却
で
あ
っ
た
。
当
該
地
域
に
お
い
て
、

質
地
請
戻
し
慣
行
は
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。

（
33
）　

安
永
二
（
一
七
七
三
）
年
は
大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
「
要
記

録　

第
一
」、
大
正
二
年
「
要
記
録　

第
二
」、
地
租
改
正
時
は
明

治
二
一
（
一
八
八
八
）
年
「
所
有
地
旧
新
地
番
反
別
実
際
比
較

帳
」
に
よ
る
。

（
34
）　

大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
「
要
記
録　

第
四
」。
同
時
に
、
恋

野
村
の
土
地
一
一
・
四
石
も
譲
渡
し
て
い
る
。

（
35
）　

天
保
期
以
後
の
集
積
地
を
石
高
で
見
る
と
三
八
・
九
石
に
な
る

が
、
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
・
八
年
に
二
六
・
二
石
（
六
七
・

二
％
）、
明
治
元
年
か
ら
三
年
に
九
・
一
石
（
二
三
・
三
％
）
を

集
積
し
て
い
る
（
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
「
要
記
録　

第
四
」

「
要
記
録　

第
五
」）。

（
36
）　

実
面
積
比
率
が
九
〇
〜
一
一
〇
の
土
地
も
集
積
さ
れ
て
い
る
の

は
、
田
中
家
が
赤
塚
村
の
庄
屋
を
務
め
て
い
た
こ
と
の
影
響
が
大

営
に
つ
い
て
記
し
た
史
料
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
こ

こ
で
は
自
作
地
面
積
の
推
移
か
ら
判
断
し
た
。

（
30
）　

実
面
積
は
五
八
八
・
五
人
植
で
あ
り
、
三
人
植
＝
一
反
と
す
る

と
、
一
九
町
六
反
一
畝
二
〇
歩
と
算
出
さ
れ
る
。

（
31
）　

図
2
か
ら
、
赤
塚
・
恋
野
両
村
に
お
け
る
所
持
地
だ
け
で
な
く
、

田
中
家
全
体
で
見
て
も
、
天
保
期
に
は
土
地
集
積
が
停
滞
し
て
お

り
、
注
目
さ
れ
る
。

（
32
）　

下
上
田
・
平
野
両
村
の
土
地
が
集
積
後
、
短
期
間
の
内
に
譲

渡
・
売
却
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
詳
細
な
分
析
は
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。
た
だ
現
時
点
で
は
、
下
上
田
村
に
つ
い
て
は
、
集
積

地
の
実
面
積
比
率
が
一
一
〇
・
一
（
安
永
四
（
一
七
七
五
）
年
）

に
過
ぎ
ず
、
凶
作
時
の
貢
租
負
担
と
い
う
リ
ス
ク
が
高
か
っ
た
た

め
、
平
野
村
に
つ
い
て
は
、
集
積
地
に
一
定
の
縄
延
び
は
あ
る
も

の
の
（
安
永
四
年
の
実
面
積
比
率
は
一
二
七
・
九
）、
同
村
が
田

中
家
の
居
村
で
あ
る
赤
塚
村
か
ら
紀
ノ
川
を
挟
み
つ
つ
約
四
㎞
離

れ
て
お
り
、
農
村
荒
廃
下
（
詳
細
は
池
本
（
二
〇
一
一
）
参
照
）

で
の
小
作
地
経
営
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
推
測
さ

れ
る
。
こ
れ
ら
の
不
利
な
条
件
は
土
地
取
得
前
か
ら
わ
か
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
同
家
は
赤
塚
・
恋
野
両
村
に
お
け

る
土
地
集
積
を
重
視
し
、
下
上
田
・
平
野
両
村
に
お
け
る
土
地
集

積
は
例
外
的
な
集
積
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
下
上

田
・
平
野
両
村
の
土
地
を
そ
の
不
利
な
条
件
を
認
識
し
つ
つ
取
得

し
た
の
は
、
同
家
が
大
庄
屋
や
物
書
役
と
い
う
組
レ
ベ
ル
の
役
職

を
務
め
て
い
た
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
平
野
村
の
最
初

の
土
地
取
得
は
同
村
の
庄
屋
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
一
一
・
二
石
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浅
右
衛
門
、
一
五
・
二
石
の
千
蔵
が
お
り
（
天
保
八
（
一
八
三

七
）
年
「
酉
年
中
諸
色
小
入
用
帳
」）、
彼
ら
を
合
計
す
る
と
ほ
ぼ

同
家
の
所
持
石
高
に
匹
敵
し
た
。
池
本
（
二
〇
一
一
）
で
指
摘
し

た
よ
う
に
、
同
村
で
は
縄
延
び
の
大
き
い
土
地
か
ら
譲
渡
・
売
却

対
象
に
な
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
四
家
は
合
計
す
れ
ば
同
家
と
同
水

準
、
つ
ま
り
北
部
の
縄
延
び
の
あ
る
土
地
の
約
四
割
を
所
持
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
だ
二
割
残
る
が
、
村
内
に
は
他
に
上
述

の
分
家
や
、
中
層
以
下
の
百
姓
も
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
同

家
が
新
た
に
取
得
で
き
る
土
地
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
え

る
。

（
38
）　

天
保
期
の
所
持
地
は
そ
の
ほ
ぼ
全
て
が
赤
塚
村
と
恋
野
村
で
あ

っ
た
が
（
図
2
）、
そ
れ
ら
の
土
地
か
ら
の
小
作
米
は
、
赤
塚
村

自
作
地
と
小
作
地
が
共
に
約
三
〇
石
、
恋
野
村
小
作
地
が
約
七
二

石
で
あ
っ
た
（
赤
塚
村
は
各
年
の
「
地
資
帳
」、
恋
野
村
は
各
年

の
「
恋
野
下
作
米
受
取
覚
」）。
一
人
植
あ
た
り
小
作
米
は
赤
塚
村

で
は
〇
・
七
石
、
恋
野
村
で
は
〇
・
五
石
の
事
例
が
最
多
で
あ
っ

た
こ
と
を
踏
ま
え
て
（
赤
塚
村
は
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年

「
地
資
米
沿
革
取
調
帳
」、
恋
野
村
は
明
治
一
〇
年
「
恋
野
村
内
ニ

テ
所
持
地
所
小
作
米
改
候
付
旧
新
共
地
資
米
覚
帳
」、
明
治
一
八

年
「
明
治
八
年
十
二
月
三
十
一
日
調
当
家
所
有
地
之
旧
番
号
ト
明

治
八
年
改
正
番
号
ト
引
合
セ
タ
ル
覚
帳
」）、
そ
れ
ぞ
れ
の
面
積
を

算
出
し
そ
の
割
合
を
算
出
す
る
と
、
自
作
地
は
所
持
地
の
わ
ず
か

一
八
・
七
％
で
あ
っ
た
。

（
39
）　

天
保
五
（
一
八
三
四
）
年
「
地
資
帳
」。

（
40
）　

大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
「
要
記
録　

第
三
」。

き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
最
初
の
土
地
取
得
か
ら
安
永
四
（
一
七
七

五
）
年
ま
で
の
本
田
畑
の
土
地
取
得
三
九
件
の
う
ち
、
譲
渡
証
文

に
よ
る
取
得
が
八
件
あ
り
、
そ
れ
ら
に
は
全
て
未
進
米
（
銀
）
が

記
載
さ
れ
て
い
る
（
明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
「
地
所
買
得
證

文
写
帳　

壹
番
」「
地
所
買
得
證
文
写
帳　

貮
番
」「
地
所
買
得
證

文
写
帳　

三
番
」）。
こ
れ
ら
は
全
て
同
家
が
庄
屋
を
務
め
て
い
る

期
間
中
の
も
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
は
庄
屋
と
し
て
、
農
村
荒
廃
下

で
経
済
的
に
困
窮
し
た
百
姓
の
貢
租
の
立
て
替
え
を
求
め
ら
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
八
件
で
取
得
し
た
土
地
の
実
面
積
比

率
を
算
出
す
る
と
、
一
〇
七
・
二
で
あ
っ
た
（
明
治
六
年
「
本
田

畑
有
畝
改
帳
」）。
つ
ま
り
、
庄
屋
と
し
て
貢
租
を
立
て
替
え
た
結

果
取
得
し
た
土
地
は
、
実
面
積
と
検
地
帳
面
積
に
ほ
ぼ
差
が
な
か

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
土
地
が
三
一
・
九
％
の
多
く
を
占
め
た
と

考
え
ら
れ
る
。

（
37
）　

田
中
家
は
文
政
元
（
一
八
一
八
）
年
に
分
家
を
創
設
し
、
そ
の

際
に
主
に
寛
政
〜
文
化
期
に
取
得
し
た
検
地
帳
石
高
九
・
五
石
、

実
面
積
二
一
・
三
人
植
の
土
地
を
譲
渡
し
た
（
大
正
二
（
一
九
一

三
）
年
「
要
記
録　

第
三
」。
同
時
に
、
赤
塚
村
の
林
山
・
籔
等
、

須
河
村
の
土
地
一
・
五
石
・
林
山
、
彦
谷
村
の
土
地
〇
・
九
石
も

譲
渡
し
て
い
る
）。
そ
れ
ら
の
地
番
と
表
1
を
突
き
合
わ
せ
る
と
、

そ
れ
ら
が
村
内
の
北
部
・
中
部
・
南
部
に
ほ
ぼ
均
等
に
位
置
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　

ま
た
、
天
保
期
の
赤
塚
村
に
お
い
て
、
約
七
〇
石
を
所
持
し
た

同
家
は
突
出
し
た
存
在
で
あ
っ
た
が
、
他
に
村
内
上
層
と
し
て
二

〇
・
九
石
の
善
右
衛
門
、
一
七
・
四
石
の
文
吾
、
一
七
・
二
石
の
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（
47
）　

寛
政
二
（
一
七
九
〇
）
年
「
戌
諸
色
小
入
用
帳
」
に
よ
る
と
、

田
中
家
は
七
四
・
三
石
、
他
の
村
内
上
層
は
四
家
合
計
で
九
四
・

〇
石
を
所
持
し
て
い
た
。
天
保
期
に
同
家
が
所
持
石
高
約
七
〇
石

で
、
北
部
の
縄
延
び
の
あ
る
土
地
の
約
四
割
を
所
持
し
て
い
た
こ

と
や
、
縄
延
び
の
大
き
い
土
地
か
ら
移
動
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ

ば
、
寛
政
二
年
に
は
北
部
の
縄
延
び
の
あ
る
土
地
の
大
多
数
が
、

同
家
や
他
の
村
内
上
層
に
所
持
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
安

永
期
は
同
年
か
ら
約
二
〇
年
ほ
ど
前
で
あ
る
が
、
経
営
危
機
に
陥

っ
た
百
姓
が
ま
ず
頼
る
と
思
わ
れ
る
同
家
の
所
持
石
高
が
安
永
〜

寛
政
期
に
は
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
同
期

間
に
お
け
る
土
地
移
動
は
激
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
、
上
述
の
想
定
は
安
永
期
に
も
当
て
は
ま
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　
　
　

な
お
、
表
3
で
天
保
期
以
前
を
詳
し
く
見
る
と
、
安
永
二
（
一

七
七
三
）
年
以
前
と
安
永
三
年
以
後
で
は
、
後
者
の
方
が
、
集
積

面
積
は
少
な
い
も
の
の
、
縄
延
び
が
あ
る
土
地
が
占
め
る
割
合

（
面
積
）
が
高
く
、
合
計
面
積
の
縄
延
び
も
大
き
い
傾
向
に
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
上
記
の
推
測
と
矛
盾
す
る

も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
土
地
の
取
得
元
は
、
村
内

上
層
や
他
村
の
親
族
（
同
家
と
親
戚
関
係
に
あ
る
家
で
あ
る
こ
と

か
ら
各
村
の
上
層
百
姓
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
）
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
彼
ら
が
縄
延
び
が
あ
る
土
地
を
取
得
し
た
後
、
同
家
に

何
ら
か
の
事
情
で
土
地
を
譲
渡
・
売
却
す
る
こ
と
に
な
り
、
所
持

地
の
中
で
縄
延
び
の
大
き
い
土
地
か
ら
手
放
し
た
た
め
に
、
こ
の

よ
う
な
傾
向
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
48
）　

紀
ノ
川
上
流
域
と
庄
内
に
お
け
る
地
主
制
停
滞
の
要
因
の
違
い

（
41
）　

貸
付
残
高
〜
新
規
貸
付
分
利
子
の
合
計
か
ら
返
済
額
を
差
し
引

い
た
金
額
が
翌
年
の
貸
付
残
高
に
な
る
べ
き
で
あ
る
が
、
天
保
一

二
（
一
八
四
一
）
年
以
降
、
そ
れ
以
前
よ
り
ズ
レ
が
大
き
く
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
一
二
年
に
お
け
る
帳
簿
様
式
の
変
更
が
要
因
と

考
え
ら
れ
る
。

（
42
）　
『
紀
伊
続
風
土
記
』（
恋
野
村
は
仁
井
田
好
古
編
『
紀
伊
続
風
土

記　

第
二
輯
』（
臨
川
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
九
六
頁
所
収
））。

（
43
）　

文
政
一
〇
（
一
八
二
七
）
年
「
大
福
帳
」。

（
44
）　

居
村
赤
塚
村
の
本
田
畑
に
つ
い
て
は
、
最
初
の
土
地
取
得
か
ら

安
永
四
（
一
七
七
五
）
年
ま
で
に
三
九
通
の
土
地
売
買
証
文
が
残

る
が
、
そ
の
う
ち
の
八
通
が
譲
渡
証
文
で
、
残
り
の
三
一
通
は
全

て
本
銀
返
し
証
文
で
あ
っ
た
（
明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
「
地

所
買
得
證
文
写
帳　

壹
番
」「
地
所
買
得
證
文
写
帳　

貮
番
」「
地

所
買
得
證
文
写
帳　

三
番
」）。

（
45
）　

小
作
米
不
納
分
の
回
収
が
放
棄
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
要
因
に

つ
い
て
は
、
小
作
人
が
経
営
危
機
に
陥
っ
た
た
め
と
い
う
解
釈
と
、

小
作
人
が
抵
抗
し
た
た
め
と
い
う
解
釈
が
で
き
る
。
こ
の
点
を
明

ら
か
に
す
る
に
は
、
天
保
飢
饉
の
実
態
や
標
準
的
小
作
米
水
準
の

決
定
過
程
、
地
主
小
作
関
係
等
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
46
）　

こ
の
時
、
池
本
（
二
〇
一
一
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
縄
延
び
の

大
き
い
土
地
か
ら
地
主
の
下
へ
移
動
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

安
永
二
（
一
七
七
三
）
年
の
田
中
家
の
赤
塚
村
所
持
地
の
縄
延
び

の
大
き
さ
が
、
村
全
体
を
約
一
〇
％
上
回
っ
て
い
た
こ
と
が
、
そ

れ
を
示
し
て
い
る
。
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六
年
）

仁
井
田
好
古
編
『
紀
伊
続
風
土
記　

第
二
輯
』（
臨
川
書
店
、
一
九
九

〇
年
）

橋
本
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
橋
本
市
史　

近
世
史
料
Ⅰ
』（
橋
本
市
、

二
〇
〇
七
年
）

橋
本
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
橋
本
市
史　

民
俗
編
・
文
化
財
編
』

（
橋
本
市
、
二
〇
〇
五
年
）

廣
本
満
『
紀
州
藩
農
政
史
の
研
究
』（
宇
治
書
店
、
一
九
九
二
年
）

古
島
敏
雄
・
永
原
慶
二
『
商
品
生
産
と
寄
生
地
主
制
』（
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
五
四
年
）

山
崎
隆
三
『
地
主
制
成
立
期
の
農
業
構
造
』（
青
木
書
店
、
一
九
六
一

年
）

和
歌
山
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
和
歌
山
県
史　

近
現
代
史
料
5
』

（
和
歌
山
県
、
一
九
七
九
年
）

受
付
日　

二
〇
一
三
年
九
月
三
〇
日
／
受
理
日　

二
〇
一
三
年
一
一
月
九
日

（
い
け
も
と　

ひ
ろ
ゆ
き
・
京
都
大
学
研
修
員
）

が
何
に
基
づ
く
の
か
、
ま
た
そ
れ
ら
の
要
因
が
、
ど
の
程
度
普
遍

性
の
あ
る
要
因
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。

〔
補
注
〕　

史
料
の
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
田
中
浩
氏
、
栗
山
修
氏
に
非

常
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
感
謝
し
た
い
。

引
用
文
献

安
藤
精
一
・
徳
永
光
俊
・
谷
山
正
道
・
堀
尾
尚
志
校
註
／
執
筆
『
日
本

農
書
全
集 

第
28
巻
』（
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
八
二
年
）

池
本
裕
行
「
近
世
地
主
制
の
形
成
と
縄
延
び
地
の
存
在
│
縄
延
び
地
を

含
む
小
作
米
収
取
慣
行
の
成
立
に
着
目
し
て
│
」（『
農
業
史
研
究
』

第
四
五
号
、
二
〇
一
一
年
、
六
五
〜
七
六
頁
）

池
本
裕
行
「
近
世
農
村
に
お
け
る
農
民
余
剰
の
成
立
と
地
主
制
形
成
の

論
理
│
縄
延
び
地
を
含
む
小
作
米
収
取
慣
行
に
着
目
し
て
│
」（
京

都
大
学
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
一
三
年
）

阿
部
英
樹
『
近
世
庄
内
地
主
の
生
成
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九

四
年
）

阿
部
英
樹
『
近
世
農
村
地
域
社
会
史
の
研
究
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇

四
年
）

か
つ
ら
ぎ
町
史
編
集
委
員
会
編
『
か
つ
ら
ぎ
町
史　

通
史
編
』（
か
つ

ら
ぎ
町
、
二
〇
〇
六
年
）

竹
安
繁
治
『
近
世
土
地
政
策
の
研
究
』（
大
阪
府
立
大
学
経
済
学
部
、

一
九
六
二
年
）

竹
安
繁
治
『
近
世
封
建
制
の
土
地
構
造
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六


